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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の経緯 

神奈川県では、ニホンジカは主に丹沢山地に生息し、1990年代から高標高域での高密度

化による自然植生の退行が顕在化し、生物多様性保全の観点から憂慮すべき事態となると

ともに、農林業被害が恒常化し、一方では栄養状態の悪化等、ニホンジカ地域個体群の維

持への影響も懸念されるようになった。 

こうしたことから、県は丹沢山地の生物多様性の保全と再生及び農林業被害の軽減を目

指すとともに、長期的な観点から地域個体群の安定的な存続を図ることを目的として、

2003（平成 15）年３月に神奈川県ニホンジカ保護管理計画を策定し、その後 2007（平成

19）年３月に第２次神奈川県ニホンジカ保護管理計画、2012（平成24）年３月に第３次神

奈川県ニホンジカ保護管理計画（2015（平成 27）年５月 29 日の鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律の施行に伴い、第３次神奈川県ニホンジカ管理計画とした。

以下「第３次計画」という。）を策定し、個体数調整、生息環境管理、被害防除対策及び

モニタリングを実施してきた。 

  これまでの取組により、ニホンジカの生息数は減少傾向にあると推定され、継続して捕

獲を実施している場所では植生回復が見られるようになった一方で、依然として丹沢山地

全体の植生回復には至っておらず、農林業被害も継続している。また、これまで影響が見

られなかった箱根山地等において、ニホンジカの生息密度の上昇が見られるなど、今後の

森林への影響が懸念される状況となっている。 

こうした状況に対応するため、第３次計画に引き続き、第４次神奈川県ニホンジカ管理

計画（以下「計画」という。）を策定する。 

 

２ 計画の根拠 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第７条の２第１項に基づき、第二

種特定鳥獣管理計画として策定する。 

 

３ 管理すべき鳥獣の種類 

  ニホンジカ（以下「シカ」という。） 

 

４ 計画期間 

2017（平成 29）年４月１日から 2023（令和５）年３月 31 日まで 

 

５ 計画対象区域 

 (1) 保護管理区域 

県内 33 市町村のうち、シカの主要な生息分布域である丹沢山地を含む８市町村 

相模原市（緑区のうち旧津久井町の区域）、秦野市、厚木市、伊勢原市、松田町、

山北町、愛川町及び清川村 
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 (2) 定着防止区域 

(1)以外で、シカの生息や目撃情報等が得られている市町 

相模原市（緑区のうち旧藤野町、旧相模湖町、旧城山町の区域）、平塚市、小田

原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、箱根町、真鶴町及

び湯河原町 

（※第３次計画中は「分布拡大防止区域」、第２次計画中は「監視区域」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３次計画では 

分布拡大防止区域 

 

 

 

 

 

   図 1-1 保護管理区域と定着防止区域 

  

  

 

  保護管理区域 

   定着防止区域※ 
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第２章 第３次計画の成果と課題 

１ 目標の達成状況 

第３次計画では、「生物多様性の保全と再生」、「丹沢山地でのシカ地域個体群の安定

的存続」、「農林業被害の軽減」、「分布域拡大による被害拡大の防止」の４つを管理の

目標として対策に取り組んだ。 

(1) 生物多様性の保全と再生 

保護管理区域のシカ個体数は、減少傾向であると推定され、一部地域で植生回復も見

られるようになった。しかし、シカの影響による植生衰退は継続しており、目標を達成

していない。 

(2) 丹沢山地でのシカ地域個体群の安定的存続 

保護管理区域におけるシカ個体数は減少傾向であると推定されているが、安定して地

域個体群が存続していると評価される状況にあり、目標を達成している。 

(3) 農林業被害の軽減 

地域ぐるみで対策に取り組んだ地域では、取組の効果が見られるが、全体としては、

農林業被害は減少しておらず、目標を達成していない。 

(4) 分布拡大による被害拡大の防止 

分布拡大防止区域での農業被害が継続し、箱根山地等においてシカの生息密度の上昇

も見られることから、目標を達成していない。 

 

２ 事業の成果と課題 

(1) 保護管理区域全体 

保護管理区域を「自然植生回復エリア」、「生息環境管理エリア」、「被害防除対策

エリア」にゾーニングし、自然植生回復エリアでは、林床植生を早急に回復させること、

生息環境管理エリアについては、このエリアをシカの主な生息域と位置付けた上で、植

生とのバランスを保ちつつシカ個体群を安定的に存続させること、被害防除対策エリア

では、農地周辺でのシカの定着を解消し、農林業被害を軽減することを目標に、管理事

業を実施した。 

その結果、シカ個体数は減少傾向を示し（図 2-1、2-2、2-3）、一部地域では林床植

生の回復も見られるようになり、シカの栄養状態についても改善の傾向が見られている。 

しかし、保護管理区域全体で林床植生が回復するには至っておらず、農林業被害は、

依然継続しているため、引き続き、個体数調整をはじめとする管理事業を継続していく

必要がある。 

 

 

図 2-1 階層ベイズ法による保護管理 

区域内における個体群動態の推計結果 
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(2) 保護管理区域－自然植生回復エリア（主に高標高域）における取組 

ア 実施状況 

    県が、民間事業者等への委託及び自然環境保全センターに配置したワイルドライフ

レンジャーにより植生回復を目的とした管理捕獲を実施し、生息密度の低減を図った。 

    ワイルドライフレンジャーは、猟犬を使用した巻狩りによる捕獲が困難な山稜部等

において、これまで行われていなかった忍び猟、少人数巻き狩り、囲いわな、林道車

上狙撃など様々な手法を試行し、シカの生息状況や現場条件に適した捕獲手法を検討

した。 

    林床植生の回復や土壌保全等のための植生保護柵を、丹沢大山国定公園特別保護地

区の山稜部を中心に継続して設置した。 

   

イ 実施目標の達成状況 

表 2-1 第３次計画における実施目標の達成状況（自然植生回復エリア） 

目標の段階 
目標とする 

状態 
目標達成状況の指標 

計画当初 
(H22 年度調

査結果） 
目標 

実績 
(H26、27 年

度調査結果) 

短期 

(３次計画中) 

林床植生の植

被率の増加 

林床植生の植被率が

25%未満の３次ﾒｯｼｭ数 
41/134 21/134 59/134 

長期 

(30 年後程度) 

生物多様性保

全・再生 

植生劣化レベルⅣ、

Ⅴの３次ﾒｯｼｭ数 
24/134 0/134 25/134 

 

シカ生息密度を低減し、林床植生を早期に回復させることを目指し、林床植生の植

被率25％未満の３次メッシュ数を41から21に減らすことを実施目標とした。しかし、

2014（平成 26）、2015（平成 27）年度に行った累積利用圧調査の結果では、林床植生

の植被率 25％未満の３次メッシュは 59 メッシュと増加し、実施目標を達成していな

い。長期目標とした植生劣化レベルⅣ、Ⅴのメッシュ数は、横ばいの状況である（表

2-1）。 

林床植生の植被率、植生劣化レベルとも、管理捕獲が先行して行われてきた東丹沢
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図 2-2 平成 15 年度から管理捕獲を行
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で改善し、これまで比較的植生の劣化が見られなかった西丹沢で劣化が進んでいる状

況となっている。この要因としては、シカによる植生への影響が継続していることに

加え、2013（平成 25）、2014（平成 26）年度に、西丹沢において林床植生の主な構成

種となっているスズタケが一斉に開花し、枯死したことが強く影響していると考えら

れる。 

一方で、植生定点調査における５年間の植生変化を見ると、４割の調査箇所で林床

植生の植被率が増加し、林床植生が回復してきている状況が確認されている。（表 2-

2）。 

表 2-2 植生定点調査における５か年間の植生の変化（自然植生回復エリア） 

調査地点数 

植被率が 10％以上増加し

た地点数 

（H18～H22 と H23～H27） 

植被率が 10％以上増加し

た地点数の割合 

25 10 40％ 

  

ウ 成果 

管理捕獲を継続的に実施している箇所で生息密度が低下し、捕獲実績や生息状況調

査をもとにした解析で、自然植生回復エリアの個体数は減少傾向にあると推定された。 

植生の状況については、メッシュ単位で見た植被率は低下しているが、植生定点調

査では、４割の調査箇所で植被率が増加し、植生が回復してきている状況が確認され

た（表 2-1、2-2）。 

ワイルドライフレンジャーによる捕獲手法の試行により、生息状況や現場条件に応

じた効果的な捕獲方法に関する知見が得られ、特にシカの高密度状態が継続し、かつ

猟犬を用いた巻狩りによる捕獲の実施が困難な高標高山稜部において、本格的に管理

捕獲を実施できる段階となった。 

  

エ 課題 

自然植生回復エリアの個体数は減少傾向と推定されているが、捕獲が困難な高標高

山稜部における生息密度は、非常に高い状態からは低下したものの、依然として高い

状態が継続している。林床植生の回復も十分ではなく、西丹沢ではシカの影響にスズ

タケの枯死も加わって植生の衰退が継続している。 

このため、高標高山稜部での管理捕獲を強化するとともに、シカの生息や植生状況

に応じた管理捕獲を実施していくことが必要である。 

また、管理捕獲等の取組の進展に伴い、生息密度が低下した地域では捕獲効率が下

がることが想定されるため、低密度条件下での捕獲方法の検討が必要である。 

   

(3) 保護管理区域－生息環境管理エリア（主に中標高域）における取組 

  ア 実施状況 

水源の森林づくり事業等により間伐などの森林整備を行い、土壌保全等森林の公益

的機能の向上を図るとともに、シカ等の生息環境の改善を図った。 

これらの森林整備の実施状況やシカの生息状況に応じて、森林整備が実施されてい
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る場所やその周辺部においてシカの管理捕獲を行った。 

     

  イ 実施目標の達成状況 

   表 2-3 第３次計画における実施目標の達成状況（生息環境管理エリア） 

目標の段階 
目標とする 

状態 
目標達成状況の指標 

計画当初 
(H22 年度調

査結果） 
目標 

実績 
(H26、27 年

度調査結果) 

短期 

(３次計画中) 

林床植生の植

被率の増加 

林床植生の植被率が

25%未満の３次ﾒｯｼｭ数 
78/241 39/241 130/241 

長期 

(30 年後程度) 

生物多様性保

全・再生 

植生劣化レベルⅣ、

Ⅴの３次ﾒｯｼｭ数 
11/241 0/241 25/241 

 

林床植生の衰退が生じないレベルでシカを安定的に生息させることを目指し、林床植

生の植被率25％未満の３次メッシュ数を78から39に減らすことを実施目標としたが、

2014（平成 26）、2015（平成 27）年度に累積利用圧調査を行った結果、林床植生の植

被率25％未満の３次メッシュは130メッシュと増加しており、実施目標を達成していな

い。長期目標とした植生劣化レベルⅣ、Ⅴのメッシュ数も増加した（表 2-3）。 

自然植生回復エリアと同様、林床植生の植被率、植生劣化レベルとも、管理捕獲が先

行して行われてきた東丹沢で改善し、これまで比較的植生の劣化が見られなかった西丹

沢で劣化が進んでいる状況となっている。要因についても同様に、シカによる影響の継

続に加え、スズタケの一斉開花・枯死が強く影響していると考えられる。 

一方で、植生定点調査における５年間の植生変化を見ると、調査箇所の一部では植被

率が増加し、植生が回復してきている状況が確認されている（表 2-4）。 

表 2-4 植生定点調査における５か年間の植生の変化（生息環境管理エリア） 

調査地点数 

植被率が 10％以上増加し

た地点数 

（H18～H22 と H23～H27） 

植被率が 10％以上増加し

た地点数の割合 

27 ６ 22％ 

 

   なお、この植生定点調査とは別に、2016（平成 24）年度から水源林の森林整備の実施

地においてシカ捕獲を開始したことに伴い、森林整備効果と捕獲効果を検証するために

実施した植生定点調査においても、調査地点の３割で植被率が改善している状況となっ

ている（表 2-5）。 

表 2-5 シカと森林の一体的管理の植生定点調査における植生の変化 

調査地点数 

左記のうち植被率が 10％以上増加した調査地点

（H23,H24,H25,H26 と H27 の比較） 

地点数 割合 

30 ９ 30％ 
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  ウ 成果 

管理捕獲を継続的に実施している箇所で生息密度が低下し、捕獲実績や生息状況調

査をもとにした解析で、生息環境管理エリアの個体数は減少傾向にあると推定された。 

植生の状況については、メッシュ単位で見た植被率は低下しているが、植生定点調

査では、調査箇所の一部で植被率が増加し、一部地域では植生が回復してきている状

況が確認された。 

     

エ 課題 

生息環境管理エリアの個体数は減少傾向と推定されているが、管理捕獲を開始して

間もない地域等を中心に、生息密度が高い箇所が存在している。林床植生の回復も一

部地域にとどまり、特に西丹沢ではシカの影響が続いていることに、スズタケの枯死

も加わって植生の衰退が継続している。 

シカの生息密度が高い場所では、森林整備を行ってもシカの採食圧により林床植生

の回復が阻害され、生息環境の改善に結びつかない状況が、引き続き懸念される。 

こうしたことから、引き続き、森林整備の実施地及び周辺地域で管理捕獲を実施す

るなど、シカ管理捕獲と森林整備を連携した取組を継続していく必要がある。 

猟区の一部では、狩猟による捕獲数が低位となっており、生息密度が相対的に上昇

しやすい状況にあると見られることから、シカの生息状況と林床植生への影響を把握

し、必要に応じて、猟区管理者と調整しながら猟期外に管理捕獲を行う等の対応を継

続する必要がある。 

 

(4) 保護管理区域－被害防除対策エリア（主に山麓部）における取組 

ア 実施状況 

市町村等が農林業被害を軽減することを目標とした管理捕獲を実施した。また、

地域が主体となって防護柵の設置や、農地と森林を分断するために設置された広域

獣害防護柵の維持管理などを行うとともに、農業協同組合が、農業従事者等による

狩猟免許の取得を促進し、わなを用いた捕獲を推進した。 

市町村での被害防止対策の取組として、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防

止のための特別措置に関する法律（鳥獣被害防止特措法）に基づき、シカを対象鳥

獣とした被害防止計画が 12 市町で策定された。また、この計画に基づき、捕獲等の

対策を実施するために鳥獣被害対策実施隊が 11市町で設置された。 

県では、各地域県政総合センターに非常勤職員として配置した鳥獣被害防除対策専

門員等が、農業者や市町村等へ被害対策に関する情報提供や技術的助言を行った。ま

た、地域県政総合センターごとに環境部門と農業部門によるチーム（鳥獣被害対策支

援チーム）を編成し、地域自らが継続的・計画的な対策を推進できるよう、地域主体

による取組を支援した。 
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  イ 実施目標の達成状況 

   表 2-6 第３次計画における実施目標の達成状況（被害防除対策エリア） 

目標とする状態 計画当初 実績 

農地周辺でのシカ

の定着解消 

農地周辺にシカが定着し、

被害発生が恒常化 

全体的には農地周辺で

のシカの定着未解消 

防護柵の設置等により、農業被害の軽減が図られた地域が一部で見られるが、被害

防除対策エリア全体では、シカによる農業被害は減少していない。農地周辺でのシカ

の定着は解消されておらず、第３次計画における実施目標を達成していない（表 2-

6）。 

 

ウ 成果 

捕獲実績や生息状況調査をもとにした解析で、被害防除対策エリアの個体数は、や

や減少傾向にあると推定された。 

鳥獣被害対策支援チームによる支援等により集落環境調査、講習会等の実施を通じ

て、地域の農業者、市町村等が連携・協力し、地域主体の被害対策の意識向上や対策

の実施が図られるなど、一部の地域では地域ぐるみによる被害防除対策の取組が進展

した。 

農業従事者等の免許取得を促進した結果、わな猟免許所持者数が増加した。 

 

エ 課題 

シカによる農業被害は減少していないことから、市町村等による農林業被害軽減

のための管理捕獲を継続するとともに、一部地域での実施に留まっている地域ぐる

みの被害防除対策の取組を広げていく必要がある。 

わな猟免許所持者は増加しているものの、実際に捕獲等の作業に従事する者は一

部と見られ、現場での担い手不足の解消には至っていないため、免許取得者を実際

の捕獲等につないでいく取組が必要である。 

 

(5) 分布拡大防止区域における取組 

ア 実施状況 

シカの分布拡大による農林業被害の拡大を予防する観点から、市町村等が被害地等

の情報をもとに管理捕獲を行った。 

また、分布拡大防止区域が隣接する山梨県、静岡県、東京都との間で情報交換会を

開催し、シカの生息状況や対策の実施状況等について情報交換や意見交換を行ったほ

か、シカの生息状況に関して研究協力等を行った。 

このほか 2014（平成 26）年度から環境省箱根自然環境事務所が主催する富士箱根

伊豆国立公園箱根地域仙石原湿原等におけるシカ対策検討委員会に参画し、箱根山地

におけるシカの生息状況や課題等について情報を収集した。 
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イ 課題 

シカが出没している地域で農林業被害が継続しているため、農地周辺での個体数調

整を継続する必要がある。 

箱根山地では、捕獲実績及び糞塊密度調査等から生息密度が上昇傾向にあると見ら

れる。シカによる森林への影響が懸念されるため、農地周辺での個体数調整に加えて、

山地におけるシカの増加を抑制する観点からも対策を行う必要がある。 

また、小仏山地についても、捕獲頭数が増加傾向にあり、生息状況等の把握が必要

である。 

 

(6) その他 

ア シカ猟の規制緩和 

狩猟を通じたシカの個体数調整を進めるため、１人１日当たりの捕獲頭数の制限を

なくすとともに、シカ猟における狩猟期間を２月末日まで延長した。 

狩猟者登録者数が減少傾向にある中で、狩猟によるシカ捕獲数は横ばいの状況を維

持しており、今後も規制緩和を継続する必要がある。 

 

イ 担い手の育成 

狩猟の魅力・楽しさを伝え、狩猟のイメージアップを図るとともに、若年者の狩

猟免許取得を促進することにより、捕獲の担い手を確保することを目的として、

「かながわハンター塾」を実施した。 

また、シカ猟経験の少ない狩猟者が、捕獲の従事経験を積むことができるよう、

県が実施する管理捕獲に経験の浅い免許所持者が参加する機会を設けた。 

2012（平成 24）年度以降、狩猟免許試験合格者数は増加しており、特に第一種銃

猟免許の伸びが大きい。狩猟免許所持者数についても、これまで減少傾向だった第

一種銃猟免許所持者数が 2012（平成 24）年度以降増加傾向に転じた。 

しかし、中期的には、狩猟者登録者数は減少傾向にあり、狩猟者の高齢化も進ん

でおり、捕獲の担い手不足や狩猟参加者の減少が懸念されるため、狩猟免許取得の

促進に加えて、免許取得者が地域の捕獲の担い手に定着することを促進する必要が

ある。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本的な考え方 

  第３次計画に基づく取組により、保護管理区域においては、シカ個体数が減少傾向を示

し、継続して捕獲を実施している場所では植生回復が見られるようになった一方で、依然

として丹沢山地全体での植生回復には至っておらず、農林業被害も継続している。 

また、第３次計画における分布拡大防止区域では、これまでシカの影響が見られなかっ

た箱根山地等において、今後の森林への影響が懸念される状況となっている。 

そこで、今次の計画では、丹沢山地全体での植生回復に向けてシカの生息や植生の状況

に応じた個体数調整や森林整備等の生息環境管理、地域ぐるみの被害防除対策等を進める

とともに、分布拡大防止区域を「定着防止区域」とし、山地でのシカ増加の抑制と農地周

辺での農林業被害の防止に取り組む。 

 

２ 計画の目標   

  定着防止区域において、山地におけるシカの増加抑制と農地周辺におけるシカ定着防止

を図るため、第３次計画の４つの目標のうち、「分布拡大による被害拡大の防止」に代え

て「丹沢山地以外でのシカ定着の防止」を加え、他の３つの目標は継続することとし、次

の４つを目標とする。 

(1) 生物多様性の保全と再生 

シカによる過度の利用圧により植生劣化等

が生じている地域において、利用圧を軽減し

て土壌保全や植生回復を図ることで生物多様

性を保全・再生する。 

(2) 丹沢山地でのシカ地域個体群の安定的存続 

丹沢山地でシカ地域個体群が絶滅すること

なく、かつ高密度化による生息環境の劣化等

が生じないように安定的に存続させる。 

(3) 農林業被害の軽減 

農地周辺にシカが定着している地域等にお

いて、シカの定着を解消し、シカによる農林

業被害を軽減する。 

(4) 丹沢山地以外でのシカ定着の防止 

保護管理区域以外の地域において、山地におけるシカの増加を抑制し、シカによる森

林への影響を未然に防止するとともに、農地周辺におけるシカの定着を防止し農林業被

害を軽減する。 

 

３ ゾーニングの考え方と管理方針 

(1) 保護管理区域 

保護管理区域を土地利用や被害等の状況に応じて「自然植生回復エリア」、「生息環

境管理エリア」、「被害防除対策エリア」の３つのエリアにゾーニングする（図 3-2）。 

図 3-1 目標のイメージ 
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ア 自然植生回復エリア 

丹沢山地の主に高標高域（概ね 800m 以上）に位置し、主稜線部の丹沢大山国定公園

特別保護地区を中心とするエリアである。丹沢山地の主稜線部にあって、丹沢大山国

定公園の中核的地域として人為的な改変を避けて優れた自然環境が保全されている。 

このエリアでは、シカによる過度の採食圧によって林床植生の劣化が顕在化してい

ることから、シカの生息密度を低減し、林床植生を早期に回復させることを目標に、

主に県が主体となってシカの管理捕獲を中心に管理事業を実施する（表 3-1）。 

 

イ 生息環境管理エリア 

スギやヒノキの人工林が広がる中標高域（概ね 300～800m）に位置し、丹沢大山国

定公園及び県立丹沢大山自然公園の特別地域を中心とするエリアである。人工林や二

次林において、水源の森林づくり事業等により、森林整備が行われている。 

このエリアをシカの主要な生息域として位置付け、林床植生の衰退が生じないレベ

ルでシカを安定的に生息させることを目標として、主に県が主体となってシカの管理

捕獲と森林整備を連携するなど管理事業を実施する（表 3-1）。 

 

ウ 被害防除対策エリア 

主に山麓部（概ね 300m以下）に位置し、保護管理区域のうち、自然植生回復エリア

及び生息環境管理エリア以外のエリアである。農地及び市街地が広がり、人の経済活

動が活発な地域である。 

このエリアでは、農地周辺でのシカの定着を解消し、農林業被害を軽減することを

目標に、市町村等地域が主体となって被害防除対策とシカの管理捕獲を中心に管理事

業を実施する（表 3-1）。 

 

(2) 定着防止区域 

保護管理区域の周辺域に位置し、箱根、小仏の各山地と農地周辺域を含む地域である。 

定着防止区域では、農地周辺でのシカの定着を防止し、農林業被害を軽減することを

目標に、市町村等地域が主体となって被害防除対策と管理捕獲を中心に管理事業を実施

するとともに、山地におけるシカの増加を抑制し、森林の植生への影響を未然に防止す

るために、箱根山地や小仏山地において、必要に応じて県が管理捕獲を実施する（表

3-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

自然植生回復エリア 

生息環境管理エリア 

被害防除対策エリア 

保護管理区域 

定着防止区域 

保護管理区域のゾーニング 

図 3-2 ゾーニング 

箱根山地

小仏山地
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表 3-1 区域（エリア）ごとの取組の考え方 

区域（エリア） 主な目標 主な取組 

保護管理 

区域 

自然植生 

回復エリア 

シカの生息密度を低減し、植生

を早期に回復 
県がシカの管理捕獲を実施 

生息環境 

管理エリア 

林床植生の衰退が生じないレベ

ルでシカを安定的に生息 

県がシカの管理捕獲と森林整備

を連携して実施 

被害防除 

対策エリア 

農地周辺でのシカの定着を解消

し、農林業被害を軽減 

市町村等が被害防除対策とシカ

の管理捕獲を実施 

定着防止

区域 

（箱根山地・

小仏山地） 

農地周辺でのシカの定着を解消

し、農林業被害を軽減 

市町村等が被害防除対策とシカ

の管理捕獲を実施 

山地におけるシカの増加を抑制

し、森林への影響を未然に防止 

必要に応じて県が管理捕獲を実

施 

（上記以外） 
農地周辺でのシカの定着を解消

し、農林業被害を軽減 

市町村等が被害防除対策とシカ

の管理捕獲を実施 

  

４ 重点的な取組方向 

(1) 保護管理区域－自然植生回復エリア（主に高標高域） 

林床植生の回復に向けて、高標高山稜部等において第３次計画期間中にワイルドライ

フレンジャーが試行した捕獲手法を活かした管理捕獲を重点的に実施するとともに、低

密度状況下での捕獲方法を先行的に検討する。 

  

(2) 保護管理区域－生息環境管理エリア（主に中標高域） 

   シカの主要な生息域として林床植生の衰退が生じないレベルでシカが安定的に生息す

る状況を目指して、第３次計画期間中に進めてきたシカの管理捕獲と森林整備を連携さ

せた取組をさらに推進する。 

 

 (3) 保護管理区域－被害防除対策エリア（主に山麓部） 

農林業被害の軽減に向けて、市町村等が主体となって管理捕獲を継続するとともに、

第３次計画に基づく取組で成果のあった地域主体の取組を進展させ、地域ぐるみによる

被害防除対策の推進に重点的に取り組む。 

  

 (4) 定着防止区域 

箱根山地等では、シカの増加による林床植生の衰退を未然に防ぐため、生息状況等を

モニタリングし、シカの増加が見られる森林で、必要に応じて県が管理捕獲を実施する

等取組を強化する。 

また、農地周辺でのシカの定着を防止し、農林業被害を軽減するため、シカが増加傾

向にある地域において、シカに対応した防護柵の設置等、市町村等が実施する被害防除

対策の取組を強化する。 
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５ モニタリングと進捗管理 

個体数調整及び生息環境管理の事業の成果を把握するため、シカの生息状況と生息環

境に関するモニタリングを実施する。また、農家等からの被害報告に基づき、農林業被

害状況を把握する。 

モニタリングで得られた情報を、保護管理区域では地形や植生等を考慮して区分した

18 の大流域と 56 の管理ユニット単位、定着防止区域では市町村単位で集積する。 

モニタリングで得られた情報は、神奈川県鳥獣総合対策協議会において科学的に評価

し、効果的な事業実施に活用するとともに、必要に応じて、計画・事業の見直しを行う。 

 

６ 実施体制 

 (1) 計画の実施体制 

計画の実施に当たっては、参考資料 14 のとおり、国、県、市町村、農林業団体、狩

猟者団体、農業者、地域住民、自然保護団体等が連携しながら行う。 

県は各地域、団体の主体的な取組に対して財政的支援や技術的支援を行うとともに、

各地域県政総合センターに設置されている地域鳥獣対策協議会において、広域的な個体

数調整や被害防除等の対策の連携及び体制整備について検討を進める。 

 

 (2) 事業実施計画の策定 

県は、管理事業を円滑に推進するため、毎年度「神奈川県ニホンジカ管理事業実施

計画」（以下「事業実施計画」という。）を次の手順により定める。 

市町村は、県と協力して事業実施計画原案を作成し、地域鳥獣対策協議会に提出し、

県は地域鳥獣対策協議会による協議を経て各地域の事業実施計画案を作成する。 

県は、県が主体となって行う取組に係る事業実施計画案を作成するとともに、各地

域の事業実施計画案を取りまとめ、神奈川県鳥獣総合対策協議会における検討と協議

を経て、県全体の事業実施計画を策定する。 

 

 (3) 計画実施の評価  

計画に基づいて実施する管理事業等の評価は、毎年度、神奈川県鳥獣総合対策協議会

において行う。 

評価に当たって、神奈川県鳥獣総合対策協議会シカ対策専門部会は、モニタリング結

果等をもとに生息状況や管理事業の検討、評価を行う。また、神奈川県ニホンジカ保護

管理検討委員会は、管理事業の実施状況及びモニタリング結果をもとに科学的な検討を

行う。 

 

(4) 関係都県との連携 

隣接する東京都、山梨県、静岡県等と生息状況、被害状況、捕獲状況等についての情

報交換や研究協力を行う。 

また、都県境を越えたシカの行動特性について、調査を検討・実施するなど、相互に

連携した取組を推進する。 
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 (5)関係計画との連携 

   「第３期丹沢大山自然再生計画」、「第３期かながわ水源環境保全・再生実行５か年

計画」、「かながわ生物多様性計画」など関連する計画と連携を図りながら進める。 
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第４章 管理事業 

１ 区域（エリア）別の実施目標と管理事業 

(1)  保護管理区域〈自然植生回復エリア〉 

ア 実施目標 

このエリアではシカの生息密度を低減し、林床植生を早期に回復させることを目

標としている（第３章３(1)ア）。 

これまでの取組により一部の地域で林床植生が回復してきている状況が確認され

ているが、回復状況は十分ではなく、より一層の植生回復を目指す必要がある。 

そこで、植生回復の状況を表わす実施目標を設定することとする。 

植生回復の状況については、植生定点調査により林床植生の植被率、稚樹の高さ

の変化や種組成（植物種の構成）の変化などを調査するが、このうち面的な植生回

復の状況を表す「林床植生の植被率」を実施目標の指標とする（表 4-1）。 

   表 4-1 自然植生回復エリアにおける実施目標 

目標達成状況の指標 
現状 

（H23～H27） 

目標※ 

（H28～H32） 

林床植生の植被率が 50％以上の地点数 14 地点／25 地点 21 地点／25 地点 

   
※ このエリアでは、調査地点 25地点中、植被率 50％以上の地点が 14地点と過半数を占めていることか

ら、50％以上の地点数を現状の 1.5 倍とすることを実施目標として設定した。 

 

イ 管理事業 

(ｱ) シカの生息密度を低減するための管理捕獲 

シカの生息密度を低減するため、シカの高密度状態が継続することにより、自然

植生が劣化している場所を中心に管理捕獲を実施する。（シカが生息する状況の目

安：区画法による生息密度０～５頭／km
2 

 ） 

これまで捕獲難度が高く、捕獲が進まなかった高標高山稜部等では、地形等に応

じ、ワイルドライフレンジャーによる忍び猟等による捕獲を重点的に実施する。 

また、山稜部で実施される植生保護柵設置や土壌保全対策等のブナ林再生の取組

とも連携して捕獲を実施する。 

   (ｲ) 今後の取組の進展により密度が低下した状況での捕獲方法の検討 

生息密度が低下した地域では、捕獲効率が低下することが想定されるため、ワイ

ルドライフレンジャーによる忍び猟等において、従来の手法に加えて低密度条件下

での捕獲方法を先行的に検討する。 

(ｳ) 植生保護柵等の設置 

山稜部等で、シカの利用圧から植生を保護する柵等を設置し、管理捕獲と連携し

ながら植生回復及び土壌保全を図る。 
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(2) 保護管理区域〈生息環境管理エリア〉 

 ア 実施目標 

このエリアはシカの主要な生息域として、林床植生の衰退が生じないレベルでシカ

を安定的に生息させることを目標としている（第３章３(1)イ）。 

これまでの取組により、一部の地域で林床植生が回復してきている状況が確認され

ているが、自然植生回復エリアに比べると植生回復は限定的な状況にあり、シカの生

息環境として、シカ管理捕獲と森林整備を連携しながら、林床植生の回復を図ってい

くことが必要である。 

自然植生回復エリア同様に、このエリアにおいても「林床植生の植被率」を実施目

標の指標とする（表 4-2）。 

   表 4-2 生息環境管理エリアにおける実施目標 

目標達成状況の指標 
現状 

（H23～H27） 

目標※ 

（H28～H32） 

林床植生の植被率が 25％以上の地点数 10 地点／27 地点 15 地点／27 地点 

  
※ このエリアでは、調査地点 27 地点中、植被率 25％以上の地点が 10 地点、50％以上の地点が５地点

と、自然植生回復エリアと比べ植生回復が限定的であることから、林床植生の植被率が 25％以上の

地点数を増やし、現状の 1.5 倍とすることを実施目標として設定した。 

 

イ 管理事業 

  (ｱ) シカ管理捕獲と森林整備との連携 

水源の森林づくり事業等の森林整備の実施は、土壌保全等公益的機能の向上を

図り、あわせて、シカ等の生息環境改善に資する。このため、森林整備を着実に

進めていくとともに、効率的に整備効果が発揮されるよう、シカの高密度化によ

り林床植生の回復が阻害されている整備地や阻害される恐れのある整備地におい

ては、シカの生息状況や林床植生の状況等のモニタリングを行いながら、計画的

に管理捕獲を実施する。 

なお、シカの生息状況や森林整備状況により、適正な生息密度は異なるため、

箇所ごとの状況に応じた個体数調整を実施する。（シカが生息する状況の目安：

区画法による生息密度８頭／km
2 

 程度） 

(ｲ) 自然林の植生回復のための管理捕獲 

このエリアにも自然林（二次林を含む。）が分布しているため、森林整備地

（(ｱ)で管理捕獲を実施する場所）以外の場所で、シカの高密度化により林床植生

が劣化している場所においても、シカの生息状況や植生の衰退状況により、必要

な管理捕獲を実施する。（シカが生息する状況の目安：区画法による生息密度５

頭／km
2 

 程度） 

   (ｳ) 猟区での捕獲圧の確保 

猟区では相対的に生息密度が上昇しやすいため、林床植生への影響等を把握し、

猟区管理者と調整しながら、必要に応じて猟期外での管理捕獲を実施する。 
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(ｴ) 植生保護柵等の設置 

このエリアにおいても、必要に応じて植生保護柵等を設置し、管理捕獲と連携し

ながら植生回復及び土壌保全を図る。 

 

(3) 保護管理区域〈被害防除対策エリア〉 

  ア 実施目標 

このエリアでは、農地周辺でのシカの定着を解消し、農林業被害を軽減することを

目標としている（第３章３(1)ウ）。 

これまでの取組によりシカの個体数はやや減少傾向にあると推定され、一部の地域

では、地域主体の被害防除対策の取組が進展した。 

今後、第３次計画期間中に効果が見られた地域ぐるみの対策に取り組む地域を拡大

することにより、農林業被害の軽減を図っていくことが必要である。 

そこで、県や市町村の支援により、地域ぐるみの対策に取り組んでいる地区数を増

加させることを実施目標とする（表 4-3）。 

表 4-3 被害防除対策エリアにおける実施目標 

目標達成状況の指標 
現状 

（H24～H28） 
目標 

県や市町村の支援により地域ぐるみの 

被害防除対策に取り組んでいる地区数 
８地区 地区数の増加 

 

  イ 管理事業 

   (ｱ) 地域主体での被害防除対策の取組の促進 

効果的に被害防除対策を実施するためには、防護柵の設置や耕作放棄地での藪

刈りなどに地域の農業者や市町村等が連携・協力し、地域ぐるみで対策を行うこ

とが重要であることから、県や市町村等による被害対策に関する情報提供や技術

的支援等により、地域での主体的かつ総合的な取組を促進する。 

(ｲ) 農地周辺でのシカの定着解消のための管理捕獲 

農地周辺でのシカの定着を解消することを目標にして、計画的に管理捕獲を行

う。また、銃器の使用が困難な農地周辺等においてわなを使用した捕獲を推進す

るとともに、農家等が自らわな捕獲に取り組めるよう、農業従事者の狩猟免許取

得や、免許取得者が地域の捕獲の担い手へ定着することを促進する。 

 

(4) 定着防止区域 

  ア 実施目標 

この区域では、山地でのシカの増加抑制による森林への影響の未然防止と農林業被

害の軽減を目標としている（第３章３(2)）。 

これまでは、分布拡大防止区域として、分布域の拡大や生息密度の上昇、農地周辺

へのシカの定着等による農林業被害の拡大の防止を目標としていたが、箱根山地等で

シカの増加による森林への影響が懸念され、農林業被害も継続していることから、新
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たに定着防止区域として、山地におけるシカの増加の抑制等に取り組む。 

そこで、実施目標の指標は設定せず、山地における森林への影響を未然に防止する

ためのシカの増加抑制と、農林業被害を軽減するための農地周辺におけるシカの定着

防止を実施目標とする。 

   

イ 管理事業  

(ｱ) 地域主体での被害防除対策の取組の促進 

効果的に被害防除対策を実施するためには、防護柵の設置や耕作放棄地での藪

刈りなどに地域の農業者や市町村等が連携・協力し、地域ぐるみで対策を行うこ

とが重要であることから、県や市町村等による被害対策に関する情報提供や技術

的支援等により、地域での主体的かつ総合的な取組を促進する。 

また、この区域ではシカに対処できる防護柵の設置が十分でないと考えられる

ことから、シカに対する被害防除対策についての技術的支援及び普及啓発を推進

する。 

(ｲ) 農地周辺でのシカの定着防止のための管理捕獲 

農地周辺でのシカの定着を防止することを目標にして、計画的に管理捕獲を行

う。また、銃器の使用が困難な農地周辺等においてわなを使用した捕獲を推進す

るとともに、農家等が自らわな捕獲に取り組めるよう、農業従事者の狩猟免許取

得や、免許取得者が地域の捕獲の担い手へ定着することを促進する。 

(ｳ) 箱根山地、小仏山地における森林への影響の未然防止対策 

ａ 箱根山地 

箱根山地では、県内のシカの主な生息地である丹沢山地に比べ、生息密度は低

い状態であるが、局所的にシカが定着している森林が確認されており、今後の生

息数増加により林床植生が衰退する懸念があることから、こうした森林において、

県が主体となって管理捕獲やモニタリング等を実施する。 

なお、箱根地域一帯は富士箱根伊豆国立公園に指定されていることから、この

地域では環境省等関係機関と連携を図りながら取組を進める。 

ｂ 小仏山地 

小仏山地では、隣接都県からシカの移入を受けやすい地理的環境にあるため、

モニタリングによる生息状況等の把握を強化し、必要に応じて県が主体となって

管理捕獲を実施する。 

(ｴ) シカの定着を防止するための予防的な植生保護柵設置 

間伐等の森林整備実施地、木材生産による皆伐地、伐採後の植林地等において

は、シカが好む植生となりやすいことから、必要に応じて植生保護柵の設置等の

予防的対策を実施する。 

     

２ 区域（エリア）別の役割分担 

個体数調整（管理捕獲）、生息環境管理、被害防除対策に係る実施主体については、

基本的に表 4-4 のとおりとする。 
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表 4-4 取組の役割分担 

区域 実施地等 

実施主体 

個体数調整 
(管理捕獲) 

生息環境 

整備 

被害防除 

対策 

保護管理区域 

主に鳥獣保護区内で自然植生劣化の見ら

れる管理ユニット 

（主に自然植生回復エリア） 

県 県 県 

水源林等森林整備実施地及びその周辺域 

（主に生息環境管理エリア） 
県 県 県 

農林業被害地及びその周辺域 

（主に被害防除対策エリア） 
市町村等 － 市町村等 

定着防止区域 

シカの定着が見られる森林地域 

（箱根山地・小仏山地） 
県 － 県 

農林業被害地及びその周辺域 

シカ目撃地周辺 
市町等 － 市町等 

 

３ 個体数調整 

(1)  個体数調整の基本的考え方 

個体数調整は、県及び市町村等による管理捕獲と、狩猟により実施する。シカによる

農林業等の被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が個別の被害

防止のために行う有害鳥獣捕獲についても管理捕獲として扱うこととする（表 4-6）。

また、個体数調整を効果的に行うためには、メスジカの捕獲が重要であることから、個

体数調整に当たってはメスジカ捕獲を推進する。 

第３次計画では、個体数調整の基数を 2011（平成 23）年度末の保護管理区域内の推

計生息数 3,000～5,500 頭の上限値（5,500 頭）として個体数調整を実施することとし

た。 

計画の策定に当たっては、環境省により検討が進められた個体数推計の最新の知見を

踏まえ、過年度の捕獲数や生息密度等調査結果から、ハーベストベーズドモデルに基づ

く階層ベイズ法により個体数を推計した。2015（平成 27）年度に個体数を推計した結

果、中央値で保護管理区域では 3,803 頭※、分布拡大防止区域を含む計画対象区域全体

では 4,709 頭※であった。 

各年度の個体数調整の計画は、階層ベイズ法による推計結果から得られる個体数の増

減傾向を基に、生息密度調査結果や捕獲状況等を勘案して立てる。 

 

(2) 個体群維持の規模 

丹沢山地と県外の隣接山地でシカ分布は連続していると考えられ、個体の交流はある

ものと推測される。しかしながら、丹沢山地に生息しているシカは、隣接山地と遺伝的

に分化している可能性も指摘されている（丹沢大山総合調査報告書 2007）ため、現段

階では、隣接山地との遺伝的交流を確保しつつ丹沢地域個体群として維持していく必要

がある。 

 
※  2014（平成 26）年度末の捕獲率を継続した場合の 2015（平成 27）年度末の生息数の予測値 

なお、2016（平成 28）年度中に 2015（平成 27）年度までの捕獲数や生息密度結果等に基づき、最新の

推計を実施する予定 
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現在の生息状況を踏まえると本計画期間中に丹沢地域個体群の絶滅を考慮する状況に

はないと考えられるが、長期的には、環境省が作成した「特定鳥獣保護・管理計画作成

のためのガイドライン（ニホンジカ編）2016 年３月」の記述に基づき、暫定的に IUCN

の指針を参考に「絶滅のおそれのある地域個体群規模（成熟個体 1,000 頭）」を下回ら

ない規模で個体群を維持することとする。 

 

(3) 管理捕獲（実施主体が県）の方法 

ア 自然植生回復目的の管理捕獲 

保護管理区域の自然植生回復エリア及び生息環境管理エリアにおいて、管理ユニッ

トごとの植生の劣化状況等に応じて県が管理捕獲を実施する。管理捕獲の方法は、猟

犬を用いた銃器による方法のほか、山稜部等では猟犬を使用しない少人数による捕獲

の手法を併用する。 

特にアクセスが悪く、地形が急峻等の理由で捕獲が十分でない高標高山稜部につい

て、山小屋宿泊で捕獲活動時間を十分確保し、遠距離射撃や早朝、薄暮時の捕獲を行

うなどして重点的に取り組むこととする。 

イ  生息環境整備の基盤づくりとしての管理捕獲 

保護管理区域の生息環境管理エリアを中心に、水源の森林づくり事業等の効果を発

揮させ、シカ等の生息環境整備の基盤をつくるため、森林整備が実施されている場所

やその周辺部において、森林整備の実施状況やシカの生息状況等に応じて県が管理捕

獲を実施する。管理捕獲の方法は、猟犬を用いた銃器による方法等による。 

  ウ 定着防止区域における森林影響防止のための管理捕獲 

    定着防止区域のうち、箱根山地及び小仏山地において、シカによる森林への影響を

未然に防ぐため、シカの定着が見られる森林地域で県が管理捕獲を実施する。管理捕

獲の方法については、これまで県が主体となった捕獲を行っていないため、シカの生

息状況を把握した上で、猟犬を用いた銃器による方法など試験的な捕獲を重ね、この

地域に適した捕獲方法を検討する。 

  エ ワイルドライフレンジャーの配置 

    上記ア～ウの実施に当たっては、民間事業者等への委託により行うほか、高標高山

稜部などで従来の巻狩りでの管理捕獲が困難な場所等において捕獲を推進するため、

野生動物管理に関する専門的知識・経験を有する専門者を、管理捕獲等に専従的に携

わる「ワイルドライフレンジャー」として自然環境保全センターに配置して行う。 

  オ 認定鳥獣捕獲等事業者としての捕獲 

    ワイルドライフレンジャー等自然環境保全センターに配置された職員を従事者とし

て、本県が鳥獣保護管理法に基づく鳥獣捕獲等事業者の認定を受け、管理捕獲を実施

する。高標高の山稜部等の捕獲困難地において、ライフル銃、散弾銃（ハーフライフ

ル銃）を使用した効率的な捕獲技術の検討を進め、地形が急峻な場所などでの遠距離

射撃を行う体制を充実させることにより、シカ管理捕獲の強化を図る。 

 

 (4) 管理捕獲（実施主体が市町村等）の方法 

保護管理区域の被害防除対策エリア及び定着防止区域において、農林業被害の状況に
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応じて、市町村等が被害を軽減するために管理捕獲を実施する。農地周辺域に定着した

個体から優先的に捕獲することとし、銃器による捕獲が困難な場所に定着した個体を捕

獲するため、わなによる捕獲を推進する。 

 

 (5) 管理捕獲（有害鳥獣捕獲）の方法 

   シカによる農林業等の被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者

が個別の被害防止のために行う有害鳥獣捕獲は、わなにより実施する。 

 

(6) 狩猟規制の緩和 

個体数調整を進めるため、第３次計画に引き続き、シカ猟に係る規制を表 4-5 のとお

り緩和するとともに、狩猟者に対してメスジカ捕獲を呼びかけ、メスジカ捕獲を推進す

る。なお、シカ猟における狩猟期間は 11 月 15 日から翌年２月末日までに延長すること

とするが、捕獲状況やモニタリング結果等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。 

表 4-5 シカ猟に係る規制 

可猟域の区分 １人１日当たりの捕獲頭数 狩猟期間 

猟区 
（主に生息環境管理エリアに含ま

れる。） 

制限なし  

（猟区設定者の定める猟区

管理規程による。） 

10 月 15 日から翌年３月 15 日まで 

（開猟日は、猟区設定者の定める

猟区管理規程による。） 

猟区以外の可猟域※ 
（主に被害防除対策ｴﾘｱ及び定着

防止区域に含まれる。） 

制限なし  11 月 15 日から翌年２月末日まで 

※ 可猟域：鳥獣保護管理法第 11 条による狩猟可能区域をいう。 

【参考：鳥獣保護管理法に基づく規制内容】 

・１人１日当たりの捕獲頭数：１頭まで 

・狩猟期間：11 月 15 日から翌年２月 15 日まで（猟区は 10 月 15 日～翌年３月 15 日） 

 

(7) 非鉛弾使用の推奨 

  個体数調整の実施に当たり装薬銃を使用する場合には、水鳥や猛禽類の鉛中毒への影

響に鑑み、鉛が暴露しない構造・素材の装弾の使用を推奨する。 

 

(8) 担い手の育成 

管理捕獲の担い手を育成するため、民間事業者等への委託による管理捕獲では、シカ

猟経験の浅い免許所持者等が参加する機会を設けるほか、農地周辺部等におけるわなに

よる捕獲を推進するため、農業従事者等の狩猟免許取得や、免許取得者が地域の捕獲の

担い手として定着することを促進する。 

また、若年者を中心に狩猟に対する関心を高め、銃猟免許の取得促進を図るほか、免

許取得者が地域の捕獲の担い手として定着することを促進する。 

 

(9) 捕獲個体の処理 

捕獲個体の処理に当たっては、原則として、捕獲個体を山野に放置することなく適正

に処分し、捕獲個体情報の収集のため、必要な計測、試料採取を行うよう努める。 

また、捕獲したシカを食肉や皮革等の地域資源として有効活用することについて、市



 

22 

 

町村や地域の関係者による取組を必要に応じて支援する。 

 

(10) 指定管理鳥獣捕獲等事業 

県が実施主体となって行う管理捕獲について、必要に応じて指定管理鳥獣捕獲等事業

として実施する。実施に際しては、事業の具体的な内容について、指定管理鳥獣捕獲等

事業実施計画を定める。 

なお、指定管理鳥獣捕獲等事業の対象となる取組は表 4-6 のとおりとする。 

 

表 4-6 個体数調整の内容及び指定管理鳥獣捕獲等事業の対象となる取組 

 

 

区域 地域区分 主な個体数調整手法 実施地等 実施主体 

指定管理

鳥獣捕獲

等事業の

対象 

保
護
管
理
区
域 

自然植生回復 

エリア 

管理捕獲 

(自然植生回復) 
※高標高山稜部等ではワイルド

ライフレンジャーによる捕獲

を推進 

主に鳥獣保護区内で自然植生劣

化の見られる管理ユニット 
県 ○ 

狩猟 可猟域（主に猟区） 狩猟者  

生息環境管理 

エリア 

管理捕獲 

(自然植生回復) 

主に鳥獣保護区内で自然植生劣

化の見られる管理ユニット 
県 ○ 

管理捕獲 

(生息環境整備) 

水源林等森林整備実施地及びそ

の周辺域 
県 ○ 

管理捕獲 

（被害軽減） 
農林業被害地及びその周辺域 市町村等  

管理捕獲 

（有害鳥獣捕獲） 
農林業等被害地でのわな捕獲 被害者  

狩猟 可猟域（主に猟区） 狩猟者  

被害防除対策 

エリア 

管理捕獲(被害軽減) 農林業被害地及びその周辺域 市町村等  

管理捕獲 

（有害鳥獣捕獲） 
農林業等被害地でのわな捕獲 被害者  

狩猟 可猟域（主に猟区以外） 狩猟者  

定
着
防
止
区
域 

 

管理捕獲 

(森林影響防止) 

シカの定着が見られる森林地域 

（箱根山地・小仏山地） 
県 ○ 

管理捕獲 

(被害軽減) 

農林業被害地及びその周辺域 

シカ目撃地周辺 
市町村等  

管理捕獲 

（有害鳥獣捕獲） 
農林業等被害地でのわな捕獲 被害者  

狩猟 可猟域 狩猟者  
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４ 生息環境管理 

(1) 生息環境整備 

  主に生息環境管理エリアにおいて、林床植生の衰退が生じないレベルで地域個体群を

安定的に存続させるため、水源の森林づくり事業等の森林整備を行うことにより、土壌

保全等公益的機能の向上を図るとともに、シカ等の生息環境の改善に資する。具体的に

は、人工林の間伐や混交林化等により、林床植生の回復や広葉樹の導入を図る。 

  森林整備の実施に当たっては、シカの生息密度や林床植生の状況等のモニタリング結

果をもとに、整備効果が効率的に発揮され、地域個体群の安定的な存続が図られるよう、

シカの個体数調整と連携して、植生保護柵の設置等を組み合わせて実施する。 

 

(2) 植生保護対策 

  丹沢山地の山稜部等において、シカの採食等から林床植生を保護する植生保護柵等を

設置し、植生の保護及び土壌保全を図る。 

 

５ 被害防除対策 

(1) 地域が主体となって取り組む対策の促進 

農業者、農林業団体、市町村等は、連携・協力し、防護柵の設置や農地周辺でシカの

隠れ場所となりやすい藪の除去、廃棄作物の処分等、地域の状況に合った取組を行う。 

市町村及び県は、地域ぐるみの対策に必要な知識、技術が蓄積し、取組が自立的に行

われるよう支援を行う。 

 

(2) 地域鳥獣対策協議会を通じた情報共有・連携 

地域における被害防除対策を効果的に進めるため、市町村、農林業団体、狩猟者団体、

県等は、各地域県政総合センターに設置した地域鳥獣対策協議会において、被害防除対

策の推進に必要な情報の共有や連携・調整を図る。 

 

(3) 広域的・専門的観点からの対策支援 

県は、地域ぐるみの対策を継続的・計画的に推進できるよう、専門職員を鳥獣被害対

策支援センターに配置し、広域的・専門的な観点から、市町村や農業者団体、農業者等

に対して、被害防除対策に関する最新の知見や対策手法に関する情報提供、地域の実情

に応じた対策の提案、技術的支援等を行うとともに、環境部門と農政部門が連携して地

域ぐるみの取組を支援する。 

 

６ モニタリング 

管理事業に必要な項目について、モニタリングを定期的に実施し、神奈川県鳥獣総合対

策協議会シカ対策専門部会及び神奈川県ニホンジカ保護管理検討委員会においてモニタリ

ングの結果を評価し、効果的な管理事業の実施に活用するほか、必要に応じて計画及び事

業の見直しの検討を行う。 

(1) 生息状況 

捕獲情報等による分布調査、区画法による生息密度調査、糞塊法等による生息動向調
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査を実施する。また、ＧＰＳ等を用いて、行動域やシカの移動等を把握するための調査

を実施する。 

さらに、生息状況調査や捕獲状況のデータに基づき、個体数推計を実施する。 

 

(2) 生息環境 

シカの採食による影響を受けて衰退した自然植生の回復状況や森林整備箇所での林床

植生の回復状況を把握するため、植生定点調査を実施し、植生保護柵の内外の林床植生

の植被率、稚樹の高さ、植物種の組成等の変化などを調査する。 

 

(3) 被害状況 

農林業被害の状況を把握するため、「野生鳥獣による農林水産物被害等調査」により

被害品目、被害面積、被害量等の情報を収集するとともに、農林業被害の軽減を目的と

する管理捕獲実施時のシカの目撃情報等の活用など、間接的な指標を用いて被害状況の

把握に努める。 

 

(4) 個体群の状況 

狩猟者からの出猟日、捕獲日、捕獲場所及び雌雄別の捕獲頭数などの報告を徹底する

とともに、栄養状態等の個体群特性を把握するため、管理捕獲個体から妊娠の有無等の

各種情報の収集に努める。 

 

(5) 調査結果の分析等 

上記各種モニタリング結果を基に、個体数調整等の実施状況と生息密度や個体の移動

等の変化の関係、生息密度の変化等と林床植生の回復の関係等を分析し、事業効果の評

価を行って対策の見直しに活用するとともに、効果的な管理手法について検証する。 

また、管理事業の実施に当たって必要な手法等の研究を進める。 

調査の実施や分析、手法等の研究に当たっては、市町村、農林業団体、狩猟者団体等

のほか、県試験研究機関、大学、自然保護団体等の協力を得て実施する。 

 

７ 広報・普及啓発 

県は適正なシカ管理を推進するために、シカに関する問題や対策の必要性、シカ管理の考え

方、目標、取組の状況などについて、広報と普及啓発を行うことにより、県民の理解を深め、

対策への協力が得られるように努める。 

  



 

25 

 

参考資料 

 

１ 本県のシカの保護管理政策の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

 

２ ニホンジカの生態について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

 

３ 丹沢山地の環境について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 

 

４ 管理ユニット位置とエリア区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 

 

５ 区画法による生息密度調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

 

６ 糞塊法による生息密度調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 

 

７ 捕獲頭数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 

 

８ 生息数の推計について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

 

９ 林床植生の植被率等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

 

10 捕獲個体の栄養状況等の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 

 

11 農林業被害状況の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

 

12 狩猟免許所持者数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

 

13 鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画策定状況・・・・・・・・・・・・・・・ 42 

 

14 管理計画の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

 

15 用語集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

１ 本県のシカの保護管理政策の変遷 

シカは、元来、雪が少なく、明るい開けた平野部から低山帯林を好む傾向にあり、神奈

川県では既に江戸時代からシカによる農業被害が問題となっていたという記録がある。し

かし、農地や市街地の拡大のほか、狩猟等人間活動の活発化に伴って、本来の生息地であ

る平野部を追われ、現在、県内では主に丹沢山地の標高の低い山麓から標高 1,600m を超

す山岳地を中心に分布している。 

シカは、狩猟の影響を強く受けてきた経緯があり、本県でも、1953（昭和28）年～1954

（昭和29）年にシカの狩猟を解禁したことによりシカは激減したという記録がある。こう

した状況から、1955（昭和 30）年から 15 年間にわたってシカ猟は神奈川県一円で全面的

に禁止され、また、1961（昭和36）年には丹沢山地の高標高域を中心に鳥獣保護区が設定

され、シカの保護が図られた。 

そうした中、国の造林事業が戦後の復興造林から昭和 30 年代以降の拡大造林へと移行

し、本県でも、1950 年代後半から 1970 年代に広範囲の人工造林が実施され、丹沢山地で

シカの食物環境が急速に向上した。これにより、山地内でシカの個体数は増加し分布域が

拡大した。その結果、造林木への被害が発生するとともに、農業被害も発生するようにな

った。そのため、県では 1967（昭和 42）年から有害獣駆除を行うほか、1970（昭和 45）

年からは造林地に防護柵を設置して被害防除対策を講じた。一方で、1970（昭和45）年の

オスジカ猟解禁に合わせて猟区を設定し、狩猟による捕獲頭数の規制を行うことで、農林

業の発展とシカの保護を図った。 

その後、防護柵の設置と造林木の成長により、シカが造林地を餌場として利用できなく

なる状態が進んだことや高標高域を中心に鳥獣保護区が設定されたこと、加えて近年の暖

冬の影響で積雪量が減少したこと等により、シカは高標高域の天然林、鳥獣保護区内を中

心に高密度化することとなった。その結果、シカの冬季の主要な食物であるスズタケが

1970 年代後半には造林地周辺で退行し始め、1990 年代後半には高標高域の落葉広葉樹林

まで退行が拡大し、特に鳥獣保護区内において退行が顕著に見られるようになった。シカ

が高密度化している地域では、累積的な利用圧によりスズタケ等林床植生の消失や不嗜好

性植物の分布拡大、大木の樹皮剥皮の発生など自然植生の劣化が顕著となり、生物多様性

の保全の観点から極めて憂慮すべき事態が生じてきた。また、このような自然植生の劣化

と並行して、農林業被害が恒常化し、一方で、シカの栄養状態の悪化等、個体群の維持に

も影響が出ることが懸念されるようになった。 

こうしたことから、県では、丹沢山地の生物多様性の保全と再生及び農林業被害の軽減

を目指すとともに、長期的な観点からシカ地域個体群の安定的な存続を図ることを目的と

して 2003（平成 15）年３月に、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第７条に基づ

き、神奈川県ニホンジカ保護管理計画（計画期間 2003（平成 15）年度～2006（平成 18）

年度）を策定した。 

また、2004（平成 16）年度～2005（平成 17）年度にかけて、深刻化する丹沢大山の自

然環境問題について、新たな解決の仕組みを提案するための丹沢大山総合調査が、学識者

や市民等の参加した丹沢大山総合調査実行委員会により実施された。丹沢大山総合調査実

行委員会は、丹沢大山総合調査の結果に基づき丹沢大山自然再生基本構想を作成し、2006

（平成18）年７月に県に提出した。県は、丹沢大山自然再生基本構想に示されたシカの保
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護管理の方向を踏まえ、2007（平成19）年に第２次神奈川県ニホンジカ保護管理計画を策

定した。 

  しかしながら、継続するシカの高密度化による植生への影響や農林業被害、水源の森林

づくり事業等で整備された森林においてシカの採食等により林床植生の回復が阻害され、

整備効果が発揮されていない地域が見られる等の状況に対応するため、2012（平成 24）年

４月に第３次神奈川県ニホンジカ保護管理計画を策定した。 

  なお、2014（平成 26）年５月 30 日に公布された鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴い、2015（平成 27）年５月 29 日に所要の変更を行

い、第３次神奈川県ニホンジカ管理計画とした。 

 

２ ニホンジカの生態について 

【種 名】Cervus nippon 

脊椎動物門、哺乳類綱、偶蹄目、シカ科、シカ属、ニホンジカ 

【生息地分布】 

北は北海道から南は九州まで生息しており、同一種はベトナムから東アジアに広く分布。

生息環境は多様で、険しい山岳地以外の草地を含んだ森林地帯を基本に、落葉樹林、照葉

樹林、草原など様々な植生に適応している。日本海側の多雪地域には分布しないとされて

いるが、近年の暖冬の影響で分布が広がっているといわれている。北日本の積雪地域の個

体群は、冬季には雪を避け、小規模な季節的移動を行う。ニホンジカの分布域は、標高

1,000m 以下の森林率が 40～70％のところに集中する傾向があり、雪が少なく明るい開け

た低山帯林や里山に分布の拠点がある。 

【形 態】 

ニホンジカは、夏毛は茶褐色に白斑、冬毛はオスは濃い茶色、メスは灰褐色、白斑はほ

とんど消える。オスは角を持ち、通常１才で１本角が生え、２～３才で２～３本に枝分か

れ、４才以上は４本に枝分かれするが、大きさや枝分かれの数は地域や亜種によって異な

る。体重はオスで 50～130 ㎏、メスで 25～80 ㎏で、いずれも最大値はエゾシカ、最小値

はヤクシカ。 

【生理・繁殖】 

ニホンジカの寿命は、オスが 10～12 年、メスが 15～20 年程度。初産齢は２才が標準だ

が、体重と関係があるとされている。出産は、一産一子で毎年出産が多く、発情期は秋、

約 220 日間の妊娠期間を経て、翌年の春～夏に出産する。 

【群 れ】 

ニホンジカは、オスとメスが別々に「群れ」と呼ばれるまとまった集団で生活している。

メスは母親と娘の血縁関係を基礎としたメスグループをつくり、１年を通してそのグルー

プで行動する。オスは、１～２才位まではメスグループで生活し、その後オスグループを

作るが構成メンバーや数は常に変化し不安定である。 

群れの大きさは、生息環境によって変化し、森林環境では小さく、草原環境では大きな

集団となる傾向がある。また、群れという性質は他のメンバーの存在を許容するので、個

体数や生息密度は状況によっては極めて高くなり、捕食者の喪失など生息数のコントロー

ル要因が無くなると、生息数は爆発的に増え、過度の採食圧により植生は壊滅的な影響を
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受ける。 

【食 性】 

ニホンジカの主な食物は植生の違いや季節により地域ごとに異なるが、落葉広葉樹林帯

に生息するシカは、アセビやナギ、イズセンリョウ等特定の種を除けば、イネ科草本、木

の葉、堅果、ササ類等およそ全ての植物種を食べる。 

【日周活動】 

ニホンジカは、昼夜を問わず採食と休憩・反芻を繰り返して過ごす。昼間は主に森林域

にいて、農耕地などの開放的な環境へは夜間に侵出する。 

 

３ 丹沢山地の環境について 

(1) 地形 

丹沢山地は神奈川県の北西部に位置し、北西端に大室山、中核部に蛭ヶ岳、丹沢山、

塔ノ岳、東端に大山などの峰があり、それらの峰から北東～南西方向に延びる稜線と

谷の繰り返し、並びに北西～南東方向に延びる稜線とが組み合わさった複雑な地形を

なしている。山頂部や尾根には緩斜面が見られるが、山腹は急傾斜で渓谷は深く、大

小の滝も多い。崩壊地が多いのも特徴で、堂平や大平など各所に地滑りなどにより山

腹に緩斜面が発達しているところもある。 

丹沢山地の周辺は、南に大磯丘陵、南西部に箱根山地、北に陣馬山・高尾山等が連

なっている。しかしながら、周辺域とは主に自動車道路により分断されており、トン

ネル部分や橋梁下の河川により部分的に連続性が保たれている状況である。 

(2) 気象 

気候は太平洋型の特徴を示し、温暖で秋季の降水量が最多で冬季の降水は少ない。

降雪は少なく、積雪は局所的に２～３ｍとなる年もあるが、平年、稜線部でも概ね１

ｍ以下である。積雪は北斜面を中心に３月下旬から４月上旬まで残るが、南斜面での

融雪は早い。登山者からの聞き取りなどから 1930 年代以降積雪が減少傾向にあると推

測される。 

(3) 植生 

森林面積は約５万 ha で保護管理区域の約 70%を占めており、同区域中の広葉樹と針

葉樹の割合は概ね６：４となっている。標高からみた植生の特徴は、標高 800m 以下で

はスギ・ヒノキの人工林の割合が多く、標高 800m～900m まではシイ・カシなどが優占

する常緑広葉樹林帯が、それ以上の標高ではブナが優占する落葉広葉樹林帯となって

いる。このほか、丹沢山地や伊豆箱根地域などに特有なマメザクラ等のフォッサマグ

ナ要素の植物も加わり多様な景観を形成している。 

(4) 土地利用 

保護管理区域の約５割が丹沢大山国定公園及び県立丹沢大山自然公園に指定されて

いる。自然公園地域については、公園計画の中で、園地や歩道等の利用計画を定めて

いるほか、公園計画において、丹沢山地の主要な景観を構成する主稜線部1,867haを特

別保護地区に、その周辺部 33,862ha を特別地域に指定している。   
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図１ 国定公園等区域図 

 

また、丹沢山地の主稜線部を中心に東西 30数 kmにわたって丹沢大山鳥獣保護区が指

定されており、その周辺部４か所に市町村が管理運営する猟区が設定されている。丹

沢大山鳥獣保護区は 18,169.5ha、猟区は 12,791ha である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 鳥獣保護区等位置図 

 

 

 

 

 

 

   鳥獣保護区特別保護地区 

鳥獣保護区 

■  猟区 

  旧シカ猟制限区域(H19～H23) 

大室山▲ 

塔ノ岳▲ 

大山▲ 

▲丹沢山 

 

■ 国定公園特別保護地区 

■ 国定公園特別地域 

■ 県立自然公園特別地域 

■ 県立自然公園普通地域 

保護管理区域の市町村 
大室山▲ 

塔ノ岳▲ 

大山▲ 

▲丹沢山 
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４ 管理ユニット位置とエリア区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 管理ユニットとエリア区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世附川 

中川川上流 

神ノ川 

丹沢湖 

早戸川 

中津川 丹沢中央 

大山・秦野 

清川 

山北町 
松田町 

秦野市 

伊勢原市 

厚木市 

相模原市緑区 

旧津久井町 

A 

B 

C 

D 

E 

F A 

A 

A 

A A 

B 

A 

A 

A 

B 

B B 

B 

B 

B 

C A 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

C 

C 

B 

B D C A 

C 

E 

D C 

愛川町 

宮ヶ瀬湖 

丹沢南麓 

図３ 管理ユニット位置図 

大流域 管理ﾕﾆｯﾄ エリア 

丹沢 

南麓 

丹沢南麓 A 生息環境管理 

丹沢南麓 B 生息環境管理 

丹沢南麓 C 生息環境管理 

丹沢南麓 D 生息環境管理 

丹沢南麓 E 生息環境管理 

早戸川 

早戸川 A 生息環境管理 

早戸川 B 生息環境管理 

早戸川 C 自然植生回復 

早戸川 D 自然植生回復 

中津川 

中津川 A 自然植生回復 

中津川 B 自然植生回復 

中津川 C 自然植生回復 

中津川 D 生息環境管理 

中津川 E 生息環境管理 

大山 

・秦野 

大山・秦野 A 
自然植生回復 

生息環境管理 

大山・秦野 B 生息環境管理 

大山・秦野 C 生息環境管理 

大山・秦野 D 被害防除対策 

   

 

大流域 管理ﾕﾆｯﾄ エリア 

清川 

清川 A 生息環境管理 

清川 B 被害防除対策 

清川 C 被害防除対策 

清川 D 被害防除対策 

清川 E 被害防除対策 

宮ヶ瀬湖 

宮ヶ瀬湖

A 
生息環境管理 

宮ヶ瀬湖

B 
生息環境管理 

宮ヶ瀬湖

C 
生息環境管理 

宮ヶ瀬湖

D 
生息環境管理 

公園 

区域外 

山北町 被害防除対策 

松田町 被害防除対策 

秦野市 被害防除対策 

伊勢原市 被害防除対策 

厚木市 被害防除対策 

愛川町 被害防除対策 

津久井町 被害防除対策 

   

大流

域 
管理ﾕﾆｯﾄ エリア 

世附

川 

世附川 A 
生息環境管

理 

世附川 B 
生息環境管

理 

世附川 C 
生息環境管

理 

世附川 D 
生息環境管

理 

世附川 E 
生息環境管

理 

世附川 F 
生息環境管

理 

中川

川 

上流 

中川川上流

A 

生息環境管

理 

中川川上流

B 

自然植生回

復 

中川川上流

C 

自然植生回

復 

丹沢

湖 

丹沢湖 A 
被害防除対

策 

丹沢湖 B 
生息環境管

理 

丹沢湖 C 
生息環境管

理 
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５ 区画法による生息密度調査結果 

 表２ 区画法による生息密度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 切通峠 生息環境管理 1.12 + - 1.4 - - 7.1 - 3.6 - - - 20.1 - 26.8

B 菰釣林道 生息環境管理 1.56 - - - 2.6 - - - 2.6 - - - 6.4 - 6.7

C 菰釣山 生息環境管理 1.33 2.3 - 1.5 - - - 4.5 - 0.8 - - - 3.0 -

D 大又沢 生息環境管理 1.75 0.6 - 2.9 - - - 5.2 - 4.9 - - - 18.0 -

E 浅瀬 生息環境管理 1.63 - - - 11.7 - - - 7.4 - - 10.1 - - 11.0

F 明神山 生息環境管理 1.96 - - - 6.4 - 7.1 - 6.4 - - 6.9 - - -

A 箒沢 生息環境管理 1.76 - - - 20.2 23.0 32.4 27.9 9.7 7.4 11.4 3.4 10.8 4.6 7.1

B 白石沢 自然植生回復 1.18 3.5 4.3 3.9 - 26.4 24.8 16.1 10.7 10.6 5.0 6.2 14.0 3.3 9.8

C 東沢 自然植生回復 2.09 21.9 12.5 14.6 12.9 28.7 24.6 14.8 13.4 5.0 12.4 11.0 5.7 6.5 10.0

A 丹沢湖南西岸 被害防除対策 1.95 - - - 0.5 - - - 11.3 - - - - 3.8 -

B 丹沢湖 生息環境管理 1.78 58.5 69.9 74.7 93.0 59.0 95.5 19.6 18.0 5.3 26.4 16.3 9.3 4.5 16.0

C 丹沢湖北東岸 生息環境管理 2.01 - - 20.9 - - - 47.3 - 67.7 33.1 - 37.8 46.3 29.9

D 大野山 被害防除対策 1.5 0.7 - 10.0 - - + - 22.0 - 27.3 - 9.0 - 63.7

A 荒井 生息環境管理 1.94 - - - + - - + - 0.5 - 1.0 - 1.5 -

B 青根 生息環境管理 1.44 + - 2.8 - - - 1.4 - + - + - 0.7 -

D,E 大室山下 生息環境/自然植生 1.45 + + 4.1 4.5 2.8 - + - 1.4 - + - 0.7 -

A 仲ノ沢 自然植生回復 1.36 - 16.2 9.5 11.8 10.3 5.9 13.2 8.8 2.2 8.1 9.9 5.9 - 5.1

B 檜洞丸 自然植生回復 1.06 - - - 23.1 - - 27.9 - 1.9 11.8 25.0 17.9 32.1 7.5

C,D 鍋割山下 生息環境/自然植生 1.94 - - - 5.2 - - - 13.9 - 22.7 3.4 - - 4.6

D 丹沢山 自然植生回復 2.04 57.0 39.3 53.5 34.3 49.5 33.6 29.3 60.9 31.1 32.8 16.9 27.6 41.1 29.9

D 熊木沢 自然植生回復 1.14 27.4 17.8 19.3 24.1 13.2 18.9 17.6 18.0 9.2 6.6 5.7 4.8 4.4

A 玄倉北東 生息環境管理 1.41 - - 14.9 - - - 32.0 - 35.1 33.8 33.1 19.9 28.8 13.1

B 秦野峠 生息環境管理 1.77 18.3 39.3 38.5 48.3 34.5 14.9 37.3 19.3 8.8 10.5 20.2 12.7 9.4 21.2

C 寄 生息環境管理 1.29 14.0 - 14.7 - - 24.0 19.4 13.2 11.2 10.5 14.0 2.7 14.0 10.5

D,E 三廻部林道 生息環境管理 1.87 - - 19.3 - - 4.8 25.7 25.4 9.6 29.1 3.2 14.7 7.5 2.7

A 焼山 生息環境管理 1.56 0.8 - 2.6 - - - - + - - 4.5 - 4.6 -

A 黍殻山下 生息環境管理 1.32 + 4.6 1.5 + - + - - + - 0.8 - 0.8 -

C 早戸川林道 自然植生回復 2.41 - - - + - 0.8 - 3.3 - 4.1 - 4.4 - -

A 高畑山 自然植生回復 2.04 - - - + - 0.5 - 5.1 - - 7.1 8.3 - 1.5

B 堂平 自然植生回復 1.2 30.0 30.5 23.1 20.8 14.2 14.2 9.9 16.5 4.2 5.8 16.5 21.9 5.0 5.8

D 水沢 生息環境管理 2.14 - - - - 16.4 - - - 10.5 11.0 - 7.0 - -

D 地獄沢 生息環境管理 1.92 - - - - - - - - - 19.8 - - 5.5 -

E 唐沢川上流 生息環境管理 1.47 - - - 19.0 - - 8.9 - 6.8 - 3.7 - 7.1 5.1

A,B 水無川左岸 生息環境/自然植生 1.96 - - - 2.6 - - - - 1.5 - 17.6 - 19.1 -

B 菩提 生息環境管理 2.16 0.5 - + - - - - - 1.4 - 5.6 - 3.2 -

C 子易 生息環境管理 1.55 5.5 - + - - - - + - + - 4.8 - -

D 名古木 被害防除対策 2.24 - - - + - - - 0.4 - 2.7 - 12.9 - -

A 日向林道 生息環境管理 1.57 - - 23.3 - 15.6 - - 14.0 - 22.3 - 17.2 10.2 2.0

B 七沢 被害防除対策 1.61 8.0 - 14.6 - - - - 25.5 - 21.1 - 13.7 11.8 22.4

C 谷太郎林道 被害防除対策 1.83 - - - 3.8 - - 6.5 - 13.1 - 14.8 - 15.0 20.5

C,D 別所温泉 被害防除対策 1.34 26.2 - 3.0 - - - - - 6.3 - 23.1 - 19.4 22.0

E 法論堂林道 被害防除対策 2.01 - - - 40.0 18.9 - 13.1 - 13.7 11.4 - 9.5 - -

A 堤川林道 生息環境管理 1.27 - - - 2.4 - - 16.9 18.1 - 7.1 - - 11.0 -

B 高取山 生息環境管理 1.17 8.7 - 7.7 - - 35.9 - 17.1 - 7.7 - 14.5 12.8 40.2

C 南山 生息環境管理 2.02 - - - 3.0 - - + - + - 6.9 - - 7.9

D 宮ヶ瀬湖西 生息環境管理 1.19 + - 2.5 - - 5.9 - 10.1 - 0.8 - 2.9 - -

藤野町 牧野 分布拡大防止区域 2.31 - - - + - - - - + - - 0.0 - 1.5

厚木市 飯山（旧） 被害防除対策 1.43 10.6 - + - - - - - + 14.0 - - - -

厚木市 飯山（新） 被害防除対策 1.39 - - - - - - - - - 17.3 - 1.4 - -

愛川町 仏果山東 被害防除対策 2.23 - - - + - - - - + - - 4.0 - -

山北町 八丁 被害防除対策 1.64 4.3 - 1.8 - - - - 9.8 - 11.0 - 23.2 - 21.3

松田町 虫沢 被害防除対策 2.15 - - - 1.4 - - - 12.1 - - 3.7 - 10.7 -

南足柄市 内山 分布拡大防止区域 2.27 - - - 2.6 - + - 2.2 - - - - 5.7 2.6

箱根町 宮城野 分布拡大防止区域 1.95 - - - + - - - - + - - - 1.5 1.0

54箇所 91.68
※ 生息密度に幅があった場合は中間値で示した。

※ 各ユニットの最新生息密度数値は網掛けで示した。

大山・秦野

清川

宮ヶ瀬湖

国定・
自然公園
エリア外

合計

丹沢湖

神ノ川

丹沢中央

丹沢南麓

早戸川

中津川

H24 H25 H26 H27

世附川

中川川上流

H18 H19 H20 H21 H22 H23
大流域名

管理
ユニット名

調査地名 エリア指定

調査
面積

（km2）

推定生息密度（頭/km2）

H12-
13

H15 H16 H17
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６ 糞塊法による生息密度調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 糞塊密度（糞塊数/km）の推移（10 粒以上の糞塊） 

 

 

 

７ 捕獲頭数の推移 

 

図５ シカ捕獲頭数の推移 
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 表３ シカ捕獲頭数の推移 

  

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

（S56） （S57） （S58） （S59） (S60） （S61） （S62） (S63） （H1） （H2） （H3） （H4） （H5） 

狩 猟 オス 209 291 317 370 348 380 407 396 443 416 575 560 364 

有 害 
オス 41 43 26 26 47 51 34 29 40 37 57 42 79 

メス 40 34 55 22 13 9 10 2 10 13 13 7 8 

合計 

オス 250 334 343 396 395 431 441 425 483 453 632 602 443 

メス 40 34 55 22 13 9 10 2 10 13 13 7 8 

合計 290 368 398 418 408 440 451 427 493 466 645 609 451 

                        

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 

（H6） （H7） （H8） （H9） （H10） （H11） （H12） （H13） （H14） 

狩 猟 オス 462 510 346 323 327 273 400 427 484 

有 害 
オス 112 100 99 95 85 88 159 120 131 

メス 12 17 22 68 54 26 51 103 162 

合計 

オス 574 610 445 418 412 361 559 547 615 

メス 12 17 22 68 54 26 51 103 162 

合計 586 627 467 486 466 387 610 650 777 

               

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

（H15） （H16） （H17） （H18） (H19） （H20） （H21） (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) 

狩 猟 
オス 561 434 359 482 342 370 447 401 398 427 286 376 365 

メス 79 61 40 69 331 314 336 271 308  371 284 335 389 

管理捕獲 

(被害軽減) 

オス 83 66 88 90 148 180 208 229 266 371 380 326 355 

メス 137 146 146 170 301 316 340 401 400  463 508 472 476 

管理捕獲 

（植生回復） 
※H24 からは

（植生回復･生

息環境整備） 

オス 9 6 9 12 88 65 97 84 74  166 208 231 249 

メス 36 71 61 79 260 256 279 172 125  215 309 293 352 

不明 - - - - 9 9 9 23 12 - - - - 

合計 

(保護管理区

域計） 

オス 653 506 456 584 578 615 752 714 738  964 874 933 969 

メス 252 278 247 318 892 886 955 844 833 1,049 1,101 1,100 1,217 

不明 - - - - 9 9 9 23 12 - - - - 

合計 905 784 703 902 1,479 1,510 1,716 1,581 1,583 2,013 1,975 2,033 2,186 

有害捕獲 

※H24 からは 

管理捕獲(分

布拡大区域) 

オス 0 4 4 4 10 14 26 29 33  54 52 67 63 

メス 0 1 8 0 4 10 13 18 11  16 22 43 48 

不明 - - - - - - 12 - - - - - - 

  総  計  905 789 715 906 1,493 1,534 1,767 1,628 1,627 2,083 2,049 2,143 2,297 
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８ 生息数の推計について 

計画では、環境省により検討が進められた個体数推計の最新の知見を踏まえ、過年度の

捕獲数や生息密度等調査結果から、ハーベストベーズドモデルに基づく階層ベイズ法によ

り個体数を推計する。 

 

○階層ベイズ法とは 

未知の数値について、複数の関係する数値や事前の知識をもとに、全ての可能性のあ

る数値を試して説明可能な数値を探していく手法のこと。近年発達した統計学的手法に、

コンピューターの性能向上が合わさって活用可能となった。  

 

○捕獲数に基づく階層ベイズ法による個体数推定の原理 

「階層ベイズ法」は、①捕獲数と密度指標の時系列データから、個体数と自然増加率

を推定するモデル（ハーベストベースドモデル(Harvest-based model)）を基本とし

て、②観測時の誤差などを明示的にモデルに組み込んだ上で、事前の情報（事前分布）

と観測されたデータを用いて、個体数や自然増加率などの変数を推定するものである。 

 (1) ハーベストベースドモデルの原理 

ハーベストベースドモデルは、捕獲数と密度指標の時間的な変化から、個体数と自然

増加率の両方を推定するモデルである。 

以下に、簡単な例を用いて、本手法の原理を説明する。ここでは、個体数は、「２年

目の個体数=増加率×１年目の個体数－捕獲数」という式に従い、変化するものと仮定

する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 個体数の変動と

観測データの関係 

 

 

図６で示した例の通り、観測時の誤差がない場合、つまり、個体数変化の割合と密度

指標の変化の割合が全く同じ場合、３年分の密度指標の観測から得た２年分の密度指標

の変化と捕獲数のデータがあれば、個体数と自然増加率の両方を推定することができ

る。 

これが、捕獲数と密度指標の時系的な変化から、個体数と自然増加率を推定する手法

 

１年目 
＜観測データ① 

２年目 
＜観測データ② １年目 

＜観測データ①＞ 
捕獲数は 1000 頭、密度指標の変化はなし 

２年目 
＜観測データ②＞ 
捕獲数は 500 頭、密度指標は 1.1 倍 
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の原理である。 

しかし、実際に野外で得られたデータには、必ず、観測誤差が含まれる。その他、増

加率についても、多少なりとも変化すると想定される。そのため、実際のモニタリング

データを用いて推定する場合は、観測誤差なども同時に推定するモデルが必要となる。 

 

(2) 捕獲数に基づく階層ベイズ法の概要 

前述のとおり、捕獲数と個体数との整合性を確保するために、個体数と自然増加率の

推定には、ハーベストベースドモデルを採用する。 

しかし、観測データには、必ず観測誤差が含まれるため、この誤差を明示的に組み込

んだモデルを構築し、個体数と自然増加率を推定する必要がある。観測時の誤差を考慮

し、密度指標と捕獲数の時系的な変化から個体数と自然増加率を推定する階層ベイズ法

を採用することにより、これらの誤差変動に関する課題は解決できる。ハーベストベー

スドモデルを基本として、観測誤差を明示的に組み込んだ階層ベイズ法の模式図を以下

に示す。 

 

図７ 捕獲数に基づく階層ベイズモデルの模式図 

 

図７の上部二段は、前述のハーベストベースドモデルを模式的に示したものである。

階層ベイズ法の枠組みでは、個体数の時間的な変化を示すモデルを過程モデルと呼び、

個体数又は生息密度と観測データを示すモデルを観測モデルと呼ぶ。これに、観測時の

誤差項などのパラメータを加えると、モデルの構造の全体が階層的に記述されることな

る。そのため、ベイズ推定の中で、このような階層構造をもったものを階層ベイズ法と

呼ぶ。 

模式図のように個体数と自然増加率を推定するためのモデルを構築し、ベイズの定理

に従い、それぞれの変数を推定する。ここで、ベイズの定理とは、求める変数に関する

「事前の情報（事前分布）」と仮定したモデルとデータとの関係を示す「尤度（ゆう

ど）」と求める変数の「確率分布（事後分布）」との関係を示したものである。実際の

個体数と自然増加率の推定に当たっては、自然増加率に関するこれまでの知見を事前情

報として活用し、事前分布（取り得るデータの範囲）を設定する。また、事後分布は、

マルコフ連鎖モンテカルロ法という確率的な計算をする手法を用いて、繰り返し計算

（1,000万回レベル）を行いながら、捕獲数等の実際のデータと整合する値を探索的に
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求めていくことにより推定する。 

 ○個体数推計結果（平成 27 年度） 

  (1) 平成 26 年度末時点の保護管理区域における推定個体数の動向 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (2) 平成 26 年度末時点の分布拡大防止区域における推定個体数の動向 

    分布拡大防止区域では、南部、北部ともに推定幅が広く、年による推定結果の変動

が大きく、推定結果の安定性は低い。 
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９ 林床植生の植被率等について 

  表４ 林床植生の調査一覧 

調査名 内容 調査頻度 

累積利用圧調査 丹沢全域でのシカの植生への累積的影響

を把握するため、丹沢山地全体の主要尾

根線（総延長 718.8km）を踏査して調査ル

ート沿いの不嗜好性植物の繁茂状況、矮

性化したササや低木、樹皮剥ぎの有無、

全体の林床植生の植被率を調査し、植生

劣化レベルと林床植生の植被率を３次メ

ッシュ単位で評価 

・計画期間の3、4年目

に実施 

・2009（平成 21）年と

2010（平成 22）年、

2014（平成 26）年と

2015（平成 27）年に

実施 

植生定点調査 シカ捕獲による植生の回復を把握するた

め、丹沢山地の 56 地点に定点を設定し

て、植生保護柵内外の林床植生の植被

率、出現種、ササ桿高、高木性稚樹の樹

高を調査 

 

・毎年実施（2001（平

成 15）年から開始） 

・56 の調査地点を毎年

11 箇所程度調査 

・各調査地点の調査周

期は５年 

シカと森林の一体的管理

の植生定点調査 

水源の森林づくり事業による森林整備地

において、シカ捕獲と森林整備による植

生回復の効果を検証するため、11 箇所

（ユニット）34 地点*で植生を調査 

*34 地点のうち 4地点は森林整備地ではない。 

・毎年実施（2012（平

成 24）年から開始） 

 

表５ 林床植生の植被率と植生劣化レベル 

名称 内容 表記方法 

林床植生の植被

率 

（短期的指標） 

嗜好性植物のほか、

不嗜好性植物を含め

た林床植物の被覆率 

林床植物が覆っている割合を百分率（％）で示す 

植生劣化レベル 

（長期的指標） 

ニホンジカの累積的

な利用圧を現地の植

生に応じて５段階で

評価したもので、高

木等の利用も含まれ

る。 

Ⅰシカの影響による植生劣化は見られない状態 

Ⅱシカの採食によるササや低木の矮性化、樹皮食い

が若干見られる状態 

Ⅲ矮性化したササや低木が目につき、不嗜好性植物

や樹皮食いが見られる状態 

Ⅳ半数以上のササや低木が矮性化、または消失して

おり、不嗜好性植物や樹皮食いが目立つ状態 

Ⅴほとんどササや低木が矮性化または消失してお

り、不嗜好性植物や樹皮食いが目立つ状態 

※上記は「ササや低木が優占する場所」の基準だ

が、他の植生もこれに準じた評価を行う。 
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図 10 累積利用圧調査の調査ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 植生定点の位置 

 

植生定点位置 

管理ユニット 
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表６ 植生定点調査結果 

 

 

柵 植被率(%)

番号 管理ユニット 調査地名 エリア 緯度 経度 標高(m) 内外 林床植生型 1次計画 2次計画 3次計画 備考
1 世附川A 切通沢 生息環境管理 35.4248131 138.936861 890 内 小型草本 11.7 24.4 45.5
1 生息環境管理 外 37.0 6.3 11.3
2 世附川B 金山沢 生息環境管理 35.436696 138.968278 660 内 スズタケ 27.5 53.5 55.0
2 生息環境管理 外 4.8 5.9 1.0
3 世附川C イデン沢 生息環境管理 35.4547069 138.997181 835 内 スズタケ 44.0 58.0 1.2 柵破損、ｽｽﾞﾀｹ一斉開花枯死
3 生息環境管理 外 36.5 29.0 0.4 ｽｽﾞﾀｹ一斉開花枯死
4 世附川D 大又沢 生息環境管理 35.442068 139.016292 550 内 スズタケ 79.0 94.0 14.1 ｽｽﾞﾀｹ一斉開花枯死
4 生息環境管理 外 81.0 62.0 3.1 ｽｽﾞﾀｹ一斉開花枯死
5 世附川E 大又沢下流 生息環境管理 35.4258723 139.008083 458 内 アズマネザサ 4.4 26.0 36.5
5 生息環境管理 外 6.6 5.0 1.6
6 中川川上流A 権現山 生息環境管理 35.468484 139.048611 1130 内 スズタケ 4.5 34.0 66.5
6 生息環境管理 外 1.0 1.1 2.0
7 中川川上流B 大室山 自然植生回復 35.5072758 139.06275 1520 内 高茎草本 66.0 78.5 92.3
7 自然植生回復 外 56.0 53.0 81.5 ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）増加
8 中川川上流B 大室山2 自然植生回復 35.5073304 139.060861 1550 内 高茎草本 50.5 83.1 98.5 柵破損
8 自然植生回復 外 34.5 12.9 52.5 ﾔﾏｶﾓｼﾞｸﾞｻ（耐）、ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）、ﾀﾝｻﾞﾜｲｹﾏ（不）増加
9 中川川上流B ショチクボ沢 自然植生回復 35.48157 139.053268 1115 内 小型草本 1.2 60.0 50.0
9 自然植生回復 外 1.4 2.6 1.7
10 中川川上流C 石棚山１ 自然植生回復 35.4680161 139.090764 1445 内 小型草本 65.0 92.0 78.5 ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）減少
10 自然植生回復 外 9.0 14.7 69.5 ｱｼﾎﾞｿ（耐）、ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）、ﾔﾏｶﾓｼﾞｸﾞｻ（耐）増加
11 中川川上流C 石棚山A 自然植生回復 35.4659365 139.090556 1380 内 小型草本 69.5 64.0 58.0
11 自然植生回復 外 1.0 1.0 12.2 ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）、ﾋﾒﾁﾄﾞﾒ（耐）増加
12 丹沢中央B 石棚山2 自然植生回復 35.4717112 139.096292 1470 内 スズタケ 98.0 95.0 68.0
12 自然植生回復 外 5.8 13.0 46.5 ﾔﾏｶﾓｼﾞｸﾞｻ（耐）、ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）、ﾏﾙﾊﾞﾀﾞｹﾌﾞｷ（不）増加
13 中川川上流C つつじ新道 自然植生回復 35.4775855 139.093694 1250 内 スズタケ 45.0 64.5 36.0 柵破損
13 自然植生回復 外 31.0 37.5 18.0 ｽｽﾞﾀｹ一斉開花枯死
14 中川川上流C 檜洞丸1 自然植生回復 35.4768236 139.101236 1530 内 高茎草本 64.0 73.0 92.5 柵破損
14 自然植生回復 外 64.5 40.5 88.3 ｼﾛﾖﾒﾅ（不）、ﾏﾙﾊﾞﾀﾞｹﾌﾞｷ（不）増加
15 丹沢湖A 丹沢湖南 被害防除対策 35.4121699 139.031167 435 内 アズマネザサ 1.0 3.9 32.0
15 被害防除対策 外 1.3 0.3 3.0
16 丹沢湖B 丹沢湖 生息環境管理 35.4181949 139.036833 550 内 小型草本 1.1 12.5 32.5
16 生息環境管理 外 1.6 1.0 5.9
17 丹沢湖C 丹沢湖北 生息環境管理 35.416689 139.065183 355 内 アズマネザサ 2.3 17.0 H28調査 1次と2次で8年の差
17 生息環境管理 外 6.4 1.6 H28調査 1次と2次で8年の差
18 丹沢湖D 湯本平 被害防除対策 35.390939 139.042196 360 内 小型草本 1.2 5.8 14.2
18 被害防除対策 外 13.2 2.5 1.9
19 神ノ川A 焼山 生息環境管理 35.534837 139.159323 1090 内 小型草本 20.0 84.0 H28調査 1次と2次で7年の差
19 生息環境管理 外 10.5 25.0 H28調査 1次と2次で7年の差
20 神ノ川B 黍殻山 生息環境管理 35.521617 139.147253 1186 内 スズタケ 44.0 75.5 94.0
20 生息環境管理 外 5.5 7.3 36.0
21 神ノ川D 大室山東 生息環境管理 35.5037953 139.068236 1395 内 スズタケ 69.0 86.0 91.0
21 生息環境管理 外 61.0 29.1 95.0 ﾐﾔﾏｸﾏｻﾞｻ（耐）、ﾐﾔﾏｶﾝｽｹﾞ増加
22 神ノ川E 臼ヶ岳 自然植生回復 35.478617 139.124991 1420 内 スズタケ 97.0 98.0 H28調査
22 自然植生回復 外 57.0 58.0 H28調査
23 神ノ川D 大室山1 生息環境管理 35.51099 139.068933 1562 内 高茎草本 48.5 38.5 55.0
23 生息環境管理 外 54.4 15.5 32.5
24 神ノ川E 犬越路 自然植生回復 35.495032 139.090101 1120 内 スズタケ 62.0 82.0 H28調査
24 自然植生回復 外 56.0 31.5 H28調査
25 神ノ川E 檜洞丸2 自然植生回復 35.479405 139.103222 1595 内 高茎草本 92.8 87.5 94.9 柵破損
25 自然植生回復 外 68.1 46.0 91.8 ﾏﾙﾊﾞﾀﾞｹﾌﾞｷ（不）、ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）増加
26 丹沢中央B テシロの頭 自然植生回復 35.476608 139.101377 1440 内 スズタケ 59.0 81.0 83.5
26 自然植生回復 外 1.6 17.5 35.0
27 丹沢中央C 雨山 生息環境管理 35.439668 139.116955 1010 内 小型草本 61.0 91.5 H28調査 1次と2次で8年の差
27 生息環境管理 外 48.0 51.0 H28調査 1次と2次で8年の差
28 丹沢中央C 雨山2 生息環境管理 35.4382899 139.122847 1129 内 小型草本 - 82.5 80.0 柵破損、1次計画ﾃﾞｰﾀなし
28 生息環境管理 外 - 38.5 41.5 1次計画ﾃﾞｰﾀなし
29 丹沢中央D イタドリの頭 自然植生回復 35.4653506 139.125833 1190 内 小型草本 71.0 25.4 62.5 柵破損
29 自然植生回復 外 46.0 12.2 40.0 ｱｼﾎﾞｿ（耐）増加
30 丹沢中央D 小丸 自然植生回復 35.447858 139.157081 1340 内 高茎草本 93.5 81.5 83.5
30 自然植生回復 外 15.0 29.5 56.5
31 丹沢中央D 箒杉沢 自然植生回復 35.4646324 139.154222 940 内 小型草本 81.5 86.0 70.5 柵破損
31 自然植生回復 外 78.0 46.0 45.0
32 丹沢中央D 竜ヶ馬場2 自然植生回復 35.4678217 139.164994 1504 内 ミヤマクマザサ 96.5 100.0 H28調査
32 自然植生回復 外 98.5 100.0 H28調査
33 丹沢南麓A 日影山 生息環境管理 35.411945 139.086335 740 内 スズタケ 47.0 88.0 89.5
33 生息環境管理 外 48.0 45.5 16.0 ｼｶ影響の高まりでスズタケ退行か？
34 丹沢南麓B 秦野峠 生息環境管理 35.415498 139.112042 640 内 アズマネザサ 10.5 15.8 63.0
34 生息環境管理 外 13.2 4.3 13.0
35 丹沢南麓C 寄 生息環境管理 35.4244216 139.132569 450 内 小型草本 37.0 39.5 80.0
35 生息環境管理 外 26.0 16.3 80.5 ｱｼﾎﾞｿ（耐）、ﾁﾁﾞﾐｻﾞｻ（耐）増加
36 丹沢南麓D 鍋割山 生息環境管理 35.436259 139.141363 1035 内 ミヤマクマザサ 96.5 99.0 97.7
36 生息環境管理 外 54.0 71.5 95.5
37 丹沢南麓E 栗ﾉ木洞 生息環境管理 35.4228346 139.150083 763 内 スズタケ 35.0 88.5 71.0 柵破損
37 生息環境管理 外 20.5 55.0 39.5
38 早戸川B 荒沢 生息環境管理 35.512789 139.156255 860 内 スズタケ 36.5 34.0 H28調査 1次と2次で7年の差
38 生息環境管理 外 5.0 6.7 H28調査 1次と2次で7年の差
39 早戸川C 三峰（津久井） 自然植生回復 35.486284 139.170685 1330 内 スズタケ 77.5 97.0 H28調査
39 自然植生回復 外 12.2 15.2 H28調査
40 早戸川D 棚沢の頭 自然植生回復 35.477683 139.148508 1574 内 高茎草本 98.3 - 97.0 第2次計画時は調査できず
40 自然植生回復 外 81.5 - 91.1
41 早戸川D 蛭ヶ岳 自然植生回復 35.4891888 139.141056 1520 内 高茎草本 34.0 56.0 61.0
41 自然植生回復 外 37.0 39.0 38.0
42 中津川B 木ノ又1 自然植生回復 35.4529106 139.172633 1383 内 小型草本 83.0 88.0 H28調査
42 自然植生回復 外 60.0 66.0 H28調査
43 中津川B 木ノ又2 自然植生回復 35.4533003 139.168208 1415 内 スズタケ 100.0 79.5 81.3
43 自然植生回復 外 70.5 45.5 52.0
44 中津川B 丹沢山 自然植生回復 35.4754924 139.165917 1460 内 高茎草本 91.5 92.8 94.5
44 自然植生回復 外 93.5 78.0 95.2 調査地が新設の柵内にとりこまれた。
45 中津川B 三峰（清川） 自然植生回復 35.4847163 139.170194 1320 内 スズタケ 75.0 91.0 80.5 1次と2次で7年の差
45 自然植生回復 外 31.0 69.0 74.5 ﾎｿｴﾉｱｻﾞﾐ（耐）、ｱｼﾎﾞｿ（耐）減少
46 中津川B 竜ヶ馬場1 自然植生回復 35.4700665 139.163958 1470 内 ミヤマクマザサ 99.0 89.6 86.0 柵破損
46 自然植生回復 外 90.5 85.8 75.0 調査枠変更
47 中津川C 札掛 自然植生回復 35.4708153 139.217847 420 内 小型草本 1.9 40.5 46.5
47 自然植生回復 外 1.0 7.7 4.8
48 中津川D よもぎ平 生息環境管理 35.445962 139.20105 965 内 高茎草本 98.7 99.0 H28調査 1次と2次で8年の差
48 生息環境管理 外 63.5 83.0 H28調査 1次と2次で8年の差
49 中津川D 水沢 生息環境管理 35.4349046 139.202833 915 内 小型草本 29.0 98.5 92.5 ｼﾛﾖﾒﾅ（不）増加
49 生息環境管理 外 23.0 16.0 16.0
50 大山・秦野A 大倉 被害防除対策 35.4081899 139.167903 290 内 アズマネザサ 76.5 29.5 34.0 1次と2次で7年の差
50 被害防除対策 外 76.5 15.3 45.5 ｱｽﾞﾏﾈｻﾞｻ増加、1次と2次で7年の差
51 大山・秦野C 阿夫利林道 生息環境管理 35.4237259 139.246702 444 内 小型草本 2.6 19.9 H28調査 1次と2次で7年の差
51 生息環境管理 外 1.6 1.9 H28調査 1次と2次で7年の差
52 清川A 日向 生息環境管理 35.439624 139.246548 640 内 小型草本 2.3 3.4 4.0
52 生息環境管理 外 2.7 1.0 1.3
53 清川E 辺室山 被害防除対策 35.4818021 139.256958 533 内 小型草本 27.0 44.5 2.3 柵破損
53 被害防除対策 外 2.4 1.4 1.0
54 宮ヶ瀬湖B 仏果山 生息環境管理 35.519959 139.250522 510 内 小型草本 46.0 77.0 H28調査 1次と2次で7年の差
54 生息環境管理 外 16.5 8.1 H28調査 1次と2次で7年の差
55 宮ヶ瀬湖C ハタチガ沢 生息環境管理 35.504282 139.239264 543 内 小型草本 34.0 60.5 58.0
55 生息環境管理 外 4.3 4.4 2.1
56 宮ヶ瀬湖D 平成の森 生息環境管理 35.5067452 139.228028 437 内 小型草本 4.3 5.8 3.1 柵破損
56 生息環境管理 外 7.5 6.7 5.2
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10 捕獲個体の栄養状況等の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 管理捕獲（植生回復・生息環境）の捕獲個体の腎脂肪率の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 管理捕獲（植生回復・生息環境）の捕獲個体(０歳)の平均体重の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14 管理捕獲（植生回復・生息環境）の捕獲個体(３歳以上)の平均体重の推移 
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図15 管理捕獲（植生回復・生息環境）の捕獲個体(３歳以上メス)の妊娠率 

 

11 農林業被害状況の推移 

表７ シカによる農林業被害状況の推移 

区分 年度 
1993 

(H5) 

1994 

(H6) 

1995 

(H7) 

1996 

(H8) 

1997 

(H9) 

1998 

(H10) 

1999 

(H11) 

2000 

(H12) 

2001 

(H13) 

2002 

(H14) 

農業 

被害 

被害額 

（千円） 
2,512 4,329 6,959 8,744 8,649 9,043 4,639 13,074 12,389 11,874 

被害面積 

（ha） 
14.7 54.4 88.5 140.49 93.93 82.67 70.91 59.1 77.02 12.6 

林業 

被害 

被害額 

（千円） 
12,156 982 16,098 9,943 3,830 2,050 0 0 0 0 

被害面積 

（ha） 
53.3 4 24.7 10.85 3 4.1 0 0 0 0.9 

            

区分 年度 
2003 

(H15) 

2004 

(H16) 

2005 

(H17) 

2006 

(H18) 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 
 

農業 

被害 

被害額 

（千円） 
17,688 26,196 14,160 11,357 8,530 10,084 10,631 16,956 18,337  

被害面積 

（ha） 
14.99 23.04 25.12 14.76 14.03 10.11 26.52 46.45 14.95  

林業 

被害 

被害額 

（千円） 
3,010 2,149 2,430 4,267 9,055 523 0 0 0  

被害面積 

（ha） 
8.3 3.29 2.8 15.37 9.76 1.47 0 0 0  

            

区分 年度 
2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 
 

※農業被害面積は、2000 年度以前は被害の見られ

た農地の全面積、2001 年度以降は実際に被害に

あった部分の面積の集計値（2001 年度に調査方

法改正） 

※農業被害の数値は、2011 年以前は保護管理区域

の集計値 

 

農
業
被
害 

保
護
管
理 

区
域 

被害額 

（千円） 
24,668 22,256 21,528 25,575  

被害面積 

（ha） 
18.38 22.87 17.24 20.09  

分
布
拡
大

防
止
区
域 

被害額 

（千円） 
439 99 1,064 762  

被害面積 

（ha） 
0.68 0.46 1.12 1.10  

計 

被害額 

（千円） 
25,107 22,355 22,592 26,336  

被害面積 

（ha） 
19.06 23.32 18.36 21.19  

林業 

被害 

被害額 

（千円） 
0 0 0 0  

被害面積 

（ha） 
0 0 0 0  
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ｎ=28     n=52      n=43     n=47     n=78      n=38      n=36      n=14      n=16      n=13     n=9      n=10      n=16 
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12 狩猟免許所持者数の推移 

 表８ 狩猟免許所持者数の推移 

年度 
1993 

(H5) 

1994 

(H6) 

1995 

(H7) 

1996 

(H8) 

1997 

(H9) 

1998 

(H10) 

1999 

(H11) 

2000 

(H12) 

2001 

(H13) 

2002 

(H14) 

第一種銃猟（乙種） 6,953 6,389 6,474 6,523 5,636 5,830 5,839 5,213 5,060 5,200 

第二種銃猟（丙種） 524 563 636 666 609 673 661 299 221 79 

網・わな猟（甲種） 179 192 236 204 214 230 250 266 290 354 

合   計（実人数） 7,078 6,534 6,643 6,672 5,790 5,971 5,981 5,339 5,191 5,335 

           

年度 
2003 

(H15) 

2004 

(H16) 

2005 

(H17) 

2006 

(H18) 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

 

第一種銃猟（乙種） 4,737 4,654 4,588 4,151 4,198 4,240 3,702 3,663 3,663  

第二種銃猟（丙種） 70 61 59 47 41 39 34 35 35  

網・わな猟（甲種） 360 417 455 482 524 548 － － －  

わな猟 － － － － － － 572 760 760  

網猟 － － － － － － 225 194 194  

合   計（実人数） 4,852 4,774 4,727 4,269 4,351 4,399 3,881 3,976 3,976  

           

年度 
2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 
     

 

第一種銃猟 3,112 3,143 3,316 3,038       

第二種銃猟 36 38 40 43       

わな猟 914 1,087 1,217 1,374       

網猟 171 177 177 181       

合   計（実人数） 3,547 3,694 3,885 3,697       

※2007 年度に鳥獣保護法が改正され、網・わな猟免許が網猟免許、わな猟免許に区分され、2009 年度に移行が完了した。 

※実人数とは１人で複数の免許を所持している者を１名として集計したもの 

 

13 鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画策定状況 

 表９ 鳥獣被害防止特措法に基づく被害防止計画策定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) H28.11 現在；広域の

被害防止計画として、足柄

上地域鳥獣被害防止計画

（H27～29）がある。【南

足柄市、中井町、大井町、

松田町、山北町、開成町が

策定】 

1 平塚市 H27～29 ○ ○ ○
2 小田原市 H28～30 ○ ○ ○
3 秦野市 H27～29 ○ ○ ○
4 厚木市 H26～28 ○ ○ -
5 伊勢原市 H26～28 ○ ○ ○
6 南足柄市 H26～28 ○ ○ ○
7 葉山町 H27～29 - - ○
8 二宮町 H27～29 ○ - -
9 中井町 H28～30 ○ ○ ○
10 大井町 H28～30 ○ ○ ○
11 松田町 H28～30 ○ ○ ○
12 山北町 H28～30 ○ ○ ○
13 開成町 H28～30 ○ - ○
14 箱根町 H26～28 ○ ○ ○
15 真鶴町 H28～30 ○ - ○
16 湯河原町 H26～28 ○ - ○
17 愛川町 H26～28 ○ ○ ○

16 12 15

鳥獣被害対策実
施隊を設置

計画年度市町村名

合計

シカを対象鳥獣
に設定

シカ管理計画対
象区域
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【農業協同組合】 
○被害防除対策の実施 

○管理捕獲（被害軽減）の

実施 

○被害実態の把握 

【狩猟者団体】 
○管理捕獲等への協力 

○狩猟情報収集への協力 

【自然環境保全センター】 
○事業実施計画案(保全センター実施分)の作成 

○管理捕獲（自然植生回復・生息環境整備・森林影響

防止）の実施 

○植生保護柵の設置 

○森林整備等生息環境整備の実施 

○被害防除手法の情報提供 

○モニタリング（生息状況・生態系への影響調査

等）実施・分析 

○管理捕獲情報収集・分析 

○捕獲個体サンプルの回収・分析 

○ワイルドライフレンジャーの配置 

○ニホンジカ保護管理検討委員会の運営 

【国・県関係機関】 

〔東京神奈川森林管理署、水源環境保全課、

森林再生課、農業振興課、農地課〕 
○国有林の地域別森林計画に基づく事業実施 

○水源環境保全・再生実行５か年計画の策定及び

同計画に基づく取組の進行管理 

○県都市農業推進条例等に基づく事業実施 

【県自然環境保全課】 
○管理計画の策定・見直し 

○事業実施計画の策定 

○鳥獣総合対策協議会等の運営 

○捕獲許可基準及び狩猟規制の設定 

○捕獲許可：管理捕獲（自然植生回復・生息環境整備・

森林影響防止） 

○市町村等が実施する被害防除対策への技術的支援 
 ※鳥獣被害対策支援センター(平塚駐在事務所)で実施 

○市町村等が実施する被害防除対策への財政的支援 

○被害情報、狩猟情報の収集・分析 

○各種情報の収集・提供等 

○隣接都県との情報交換・連携 

【地域鳥獣対策協議会】○地域別事業実施計画案の作成 ○被害防除対策の検討 ○広域連携・調整 

【鳥獣総合対策協議会】 ○管理計画（事業実施計画）の社会的評価・検討 

【シカ対策専門部会】 ○管理計画の見直し・事業実施計画検討 ○モニタリング結果の評価 

【丹沢大山自然再生委員会】 
○丹沢大山自然再生計画に位置付

けられた事業についての協議・

評価 

【市町村】 
○市町村別事業実施計画案の作成 

○被害防除対策の実施・支援 

○被害実態の把握 

○管理捕獲（被害軽減）の実施 

○市町村鳥獣対策協議会等の運営 

○森林整備の実施 

〔猟区設定者〕 
○狩猟情報収集・生息環境整備への

協力 

【森林組合】 
○森林整備の実施 

○被害防除対策の実施 

【地域県政総合センター】 

〔環境部〕 
○地域鳥獣対策協議会の運営 

○捕獲許可 

管理捕獲（被害軽減） 

○被害情報の収集 

〔農政関係各課〕 
○被害防除対策や適切な農地利用へ

の情報提供等 

〔森林関係各課〕 
○森林整備の実施 

【狩猟者団体】 
○管理捕獲等への協力 

○狩猟情報収集への協力 

14 管理計画の実施体制 

各地域【農業者、林業者、住民】 
○被害防除対策の実施 ○管理捕獲(被害軽減)の実施 ○森林整備の実施 ○被害報告 ○各種地域ぐるみの取組 

【農業技術センター】 
○被害防除対策や適切な

農地利用への技術的助

言・情報提供等 

【自然環境保全センター】 

（再掲） 

【鳥獣被害対策支援センター】 

(県自然環境保全課平塚駐在事務所) 

○広域的な情報収集・分析 

○対策提案・技術支援 

○モニタリング結果（被害対策）の

分 析

 

【大学等研究機関】 
○調査研究への協力 

【ニホンジカ保護管理検討委員会】 ○管理手法・モニタリング結果等の検討、助言 
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15 用語集 

 

ＩＵＣＮ 

国際自然保護連合。スイスのグランに本

部をおく国際的な自然保護団体で、1948 年

につくられた。自然保護に関わる 75 の国家

会員、108 の環境省などの政府機関、760 の

民間団体が会員になり、181か国の科学者約

10,000 人からなるボランティアネットワー

クの協力のもとに活動している。 

 

遺伝子 

 生物の遺伝情報を担う最小の単位を遺伝子

という。生物は、父親から受け継いだ遺伝子

と母親から受け継いだ遺伝子を持っており、

この一対の遺伝子の組み合わせによって、あ

る個体に発現される様々な形質が決定される。 

 

拡大造林 

 天然林を伐採した跡地、原野などに人工

造林（別記）を行うこと。増大する木材需

要に応えるため、1957年から 1960年代後半

にかけて広く行われた。 

 

管理事業 

 管理事業とは、第二種特定鳥獣管理計画の

目標を達成するための施策として、個体数管

理、生息環境管理、被害防除対策等の多岐に

わたる事業を多様な事業主体との連携や協力

を図りつつ総合的・体系的に実施するもの 

 

区画法 

生息密度調査法の一つ。調査地域を複数

の区画に区分し、各調査区画に配置された

調査員が一定時間区画内を歩き、動物を数

える方法 

 

３次メッシュ 

一定の経度、緯度で地域を網の目状に

区画する「標準地域メッシュ・システム」

により設定された区画。経度差１度、緯

度差 40 分で区画された範囲が１次メッシ

ュ、１次メッシュを縦横８等分したもの

が２次メッシュ、２次メッシュを縦横 10

等分したものが３次メッシュである。３

次メッシュは約１km 四方となっている。 

 

採食圧 

シカによる採食により、植生が退行するこ

となど、森林や草地に与える影響力のこと。 

 

自然植生 

 人為的な手が加えられることなく、自然状

態で成立した植生のこと。たとえば伐採跡地

に自然に成立した林も自然植生と考えられ、

数百年以上にわたって人間活動の影響を受け

ていないような植生は、原生植生と呼ばれる。 

 

指定管理鳥獣 

 全国的に生息数が著しく増加し、又は

その生息地の範囲が拡大している鳥獣で

あって、生活環境、農林水産業又は生態

系に深刻な被害を及ぼす鳥獣のうち、そ

の鳥獣の生息状況や被害状況等を勘案し

て、集中的かつ広域的に管理を図る必要

がある鳥獣として、環境大臣が定めるも

の（現在、ニホンジカとイノシシが指定） 

 

指定管理鳥獣捕獲等事業 

 指定管理鳥獣について、都道府県又は

国が捕獲等をする事業。捕獲許可が不要

等の特例が設けられている。 

 

樹皮剥皮 

 シカは主に冬季の食物としてモミ属やアオ

ダモなどの樹皮をはぎとって食べることがあ

る。樹木は樹皮を一周食べられてしまうと、

維管束（水や養分を運ぶ管）が破壊されてし

まい、枯れてしまう。 

 

狩猟鳥獣 

 野生鳥獣の中で比較的生息数の多い種及
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び有害性の強い種等を狩猟の対象として、

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律（別記）に基づき、環境大臣が定

めたもので、現在 48 種が指定されている。

なお、狩猟鳥獣以外であっても有害鳥獣捕

獲、学術研究等のための捕獲許可を得た場

合には捕獲することができる。 

 

狩猟免許 

 狩猟鳥獣（別記）を捕獲するために必要

な免許で、その取得に当たっては、鳥獣の

保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（別記）に基づく試験に合格しなけれ

ばならない。 

 

植生 

ある地域における植物体の集まりの総称。

植生の成立は、地形や気候などの環境要因

や、伐採や農耕などの人為的要因の影響を

受ける。 

 

人工造林 

 苗木の植栽、種子の撒きつけ、挿し木な

どの人為的な方法により森林を造成するこ

と。苗木を植え付ける植樹造林が最も広く

行われている。 

 

生息環境管理 

 野生動物が安定的に生息できるように

総合的に生息環境を管理すること。 

間伐等の森林整備を通じて、植生を回

復させるなどして野生動物が安定的に生

息できる環境を整備することや、シカの

過度の採食から林床植生を保護するため

の植生保護柵の設置等がある。 

 

生息環境整備 

 野生動物にとって生息しやすい環境を

整備すること。草食動物にとって食物の

少ない、手入れ不足の針葉樹人工林等の

間伐により林床植生を繁茂させることな

どが一例 

 

生態系 

 自然界に存在する全ての種は、各々が独立

して存在しているのではなく、食うもの食わ

れるものとして食物連鎖に組み込まれ、相互

に影響しあって自然界のバランスを維持して

いる。これらの生物に加えて、それを支配し

ている気象、土壌、地形などの環境も含めて

生態系と呼ぶ。互いに関連をもちながら安定

が保たれている生物界のバランスは、ひとつ

が乱れるとその影響が全体に及ぶだけでなく、

場合によっては回復不能なほどの打撃を受け

ることもある。 

 

生物多様性 

 全ての生物の間に違いがあることをいうも

のとされており、次の３つのレベルで多様性

があるとされている。 

生物の多様性：森林や里山、河川、海など

の様々な環境が存在すること。 

種間(種)の多様性：動植物から菌類、バク

テリアに至る様々な生物が存在すること。 

種内(遺伝子)の多様性：同じ種であっても

個体の形や模様、生態に違いがあること。 

生物多様性は、「つながり」と「個性」と

いう言葉に置き換えることができる。「つな

がり」は、食物連鎖などの生物間の関係や、

山・川・海の連続性といった生態系間の関係

などを表し、「個性」は、同じ種であっても

個体が少しづつ違うことや、それぞれの地域

に固有の生物相があることを表わす言葉とし

て捉えられる。 

 

第二種特定鳥獣管理計画 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律に基づき、その生息数が著しく増

加し、又はその生息地の範囲が拡大してい

る鳥獣（第二種特定鳥獣）の管理に関して
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都道府県が策定する計画。専門家や地域の

幅広い関係者の合意を図りながら、科学的

で計画的な鳥獣の管理に係る中長期的な目

標や対策を設定する。 

 

丹沢大山自然再生計画 

 丹沢大山地域の自然環境が急速に衰退して

いる実態を踏まえ、丹沢大山の自然を「保全」

するとともに、失われた自然環境を取り戻す

「自然再生」の視点から事業を実施するため

の計画。1999（平成 11）年に「丹沢大山保全

計画」が策定された後、丹沢大山総合調査の

結果を踏まえ、2007（平成 19）年に丹沢大山

自然再生計画として改定された。2012（平成

24）年に第２期計画が策定された。 

 

丹沢大山総合調査 

 丹沢山地では、林床植生の衰退や表土の侵

食、土壌流出による渓流の荒廃、大気汚染等

によるブナの立ち枯れ、オーバーユースによ

る登山道の荒廃やゴミ・し尿の問題、生物多

様性の低下など、広域で複合的な自然環境問

題が顕在化してきた。これらの問題に対して

神奈川県では、丹沢大山自然環境総合調査を

実施し、丹沢大山保全計画（別記）に基づき、

様々な取組を行ってきた。しかしながら、自

然環境問題は以前にも増して広がり、深刻化

していることから、新たな解決の仕組みを提

案するため、2004 年度（平成 16 年度）及び

2005 年度（平成 17 年度）に、丹沢大山総合

調査実行委員会が丹沢大山総合調査を実施し

た。 

 

地域個体群 

 ある地域に生息している同種の個体の集ま

り 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を

図り、生物多様性の確保、生活環境の保全及

び農林水産業の健全な発展に寄与するなどを

目的として制定。それまでの「鳥獣の保護及

び狩猟の適正化に関する法律」が2014年（平

成26年）５月（2015年（平成27年）５月29

日施行）に改正された。法目的に鳥獣の管理

が追加され、鳥獣の「保護」及び「管理」の

定義が規定された。 

（定義） 

鳥獣の保護：生物多様性の確保、生活環境の

保全又は農林水産業の健全な発

展を図る観点から、その生息数

を適正な水準に増加させ、若し

くはその生息地を適正な範囲に

拡大させること又はその生息数

の水準及びその生息地の範囲を

維持することをいう。 

鳥獣の管理：生物多様性の確保、生活環境の

保全又は農林水産業の健全な発

展を図る観点から、その生息数

を適正な水準に減少させ、又は

その生息地を適正な範囲に縮小

させることをいう。 

 

鳥獣保護区 

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律」（別記）に基づいて指定する

もので、鳥獣の捕獲を禁止（許可を受けて捕

獲する場合を除く。）し、鳥獣の積極的な繁

殖を図る区域。このうち特に重要な地域につ

いては、特別保護地区を指定して、開発など

の各種行為を規制している。 

 鳥獣保護区には、国が指定するものと、都

道府県が策定する鳥獣保護管理事業計画（別

記）の基準に基づき、各都道府県が指定する

ものがある。 

  

二次林 

 自然林が伐採された跡又は山火事や風

水害などで破壊された跡に自然に生えて
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きた植物の生長により成立した森林 

 

捕獲効率（CPUE） 

 単位捕獲努力量当たりの捕獲数。捕獲

数を捕獲にかかった総人数で除して算出 

 

モニタリング 

 継続的な調査・監視を行うこと。 

 

有害鳥獣捕獲 

 人間生活に対し、経済や生活環境等に害

性を及ぼす野生鳥獣について、被害防止目

的で都道府県知事や市町村長の許可を得て

行われる捕獲のこと。 

 

利用圧 

シカによる採食や踏みつけ等により、植生

が退行することなど、森林や草地に与える影

響力のこと。 

 

猟区 

 猟区とは、放鳥獣等により積極的に狩猟鳥

獣の保護増殖を行うとともに、入猟者数、入

猟日、狩猟鳥獣の捕獲制限を行い、管理され

た秩序ある狩猟を行う場所をいう。なお、猟

区は猟区設定者（都道府県、市町村、狩猟団

体（猟友会）、森林組合等）が都道府県知事

の認可を受けて設定する。2011年（平成23年）

３月現在、神奈川県には、山北町世附、山北

町三保、清川村、相模原市鳥屋の４猟区が

設置されている。 

 

猟期（狩猟期間） 

 狩猟ができる期間。本県では、11月 15日

から翌年２月 15 日まで（猟区の区域内にお

いては、10月15日から翌年３月15日まで）

であるが、都道府県知事が特定鳥獣保護管

理計画の達成を図るために特に必要がある

と認めるときは、期間を延長することがで

きる。 

林床植生 

 森林は様々な高さをもった植物の組み合

わせによる多層構造であるが、林床植生は

これらのうち低木以下の階層を構成する植

生をいう。 

 

ワイルドライフレンジャー 

 野生動物の生態や捕獲等に関する専門知

識、技術、技能を有する専門職員のこと。 
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環境農政局緑政部自然環境保全課 

横浜市中区日本大通１ 〒231-8588 電話 045(210)1111（代表） 


